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第１章 計画の策定にあたって

１ 計画策定の趣旨

沖縄県の母子保健活動は、戦後日本と異なる琉球政府の法体系のもとで、昭和 26（1951）年

に設置された保健所を核とした公衆衛生を軸に始められました。その後、昭和 47（1972）年の

本土復帰に伴い、国の諸法律、施策が適用され、保健対策、医療援護事業の拡大、母子保健指導

体制や乳幼児健診体制の確立により、母子保健活動が展開されてきました。

平成 13（2001）年度に「沖縄県のすべての親と子が健やかでたくましく成長する」ことを基

本理念として、沖縄県の母子保健計画である「健やか親子おきなわ2010」を策定し、平成26（2014）

年度まで母子保健の諸施策を展開するとともに、思春期の飲酒・喫煙、児童虐待などの問題にも

対応してきました。

その後、発達障害児への支援、不妊治療、小児の生活習慣病、インターネットの普及による生

活習慣の乱れ等、母子保健を取り巻く新たな課題や、平成 26（2014）年４月に国において公表

された「健やか親子２１（第２次）について検討報告書」で示された重点課題等を踏まえ、平成

26 年度「健やか親子おきなわ２１（第２次）」として 10 年間（平成 27 年度～平成 36 年度（令

和６年））の母子保健計画を策定し、母子保健活動を推進してきました。

その間、令和元（2019）年 12 月には、「成育過程等にある者及びその保護者並びに妊産婦に対

し必要な医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律（以下「成育基本

法」という。）」が施行され、令和３（2021）年２月に、成育基本法に基づく「成育医療等の提供

に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針（以下「成育医療等基本方針」という。）」が

国から示され、さらに、令和５（2023）年３月に制度・施策等の改正・変更や新たに課題となっ

ている事項への対応を反映し改正された成育医療等基本方針が示されました。

また、令和５（2023）年４月にこども基本法の施行及びこども家庭庁が設立され、沖縄県にお

いても令和６（2024）年４月にこども未来部を創設し、令和７（2025）年３月に社会の一番の宝

である沖縄のこどもたちが生き生きと暮らせる「誰一人取り残さないこどもまんなか社会」の実

現を目指し「沖縄県こども・若者計画」（計画期間：令和７年度～令和 11 年度）を策定しまし

た。

こうした経緯や、これまでの母子保健計画「健やか親子おきなわ２１（第２次）」においても、

保健・医療・福祉、教育、労働等の取組が包含され、各分野が連携し母子保健推進してきたとこ

ろから、今般、「健やか親子おきなわ２１（第２次）」を見直し、出生に始まり大人になるまでの

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対する保健、医療、福祉、教育等の施策を取り

まとめ、母子保健を中心とした「健やか親子おきなわ 2025（成育医療等計画）（以下「本計画」

という。）」を策定するものです。

２ 基本理念

「すべてのこどもが健やかに成長し、誰もが安心してこどもを産み育てることができる社会

の実現」を基本理念とし、これまでの母子保健施策を一層推進するとともに、成育過程にある者
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及びその保護者、妊産婦に対し保健、医療、福祉、教育等の幅広い関係分野の取組を推進してい

きます。

すべてのこどもたちが権利の主体として尊重され、こどもの最善の利益が優先されるととも

に、親の妊娠・出産期から、こどもの社会的自立に至るまでの切れ目ない支援により、こどもた

ちにとって良好な成育環境のなか、心身ともに健やかに成長できる社会の実現を目指します。

また、性や身体のことを自分で決め、守ることができる権利（リプロダクティブ・ヘルス/ラ

イツ）が尊重され、そのために必要な情報やサービスが得られる環境のなかで、自らの主体的な

選択によりこどもを望む人誰もが、どこでも安心してこどもを産み育てることができる社会の

実現を目指します。

３ 基本方針

基本方針１ 妊娠前から産後までの切れ目のない支援体制

性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、栄養バランスのよい食事や適度な運動など、健康に

関する正しい知識を得て実践することは、将来の健やかな妊娠・出産や生まれてくるこどもと家

族の健康的な生活につながります。このような観点から、プレコンセプションケアの重要性を理

解し、実践できるよう、こどもから大人、性別を問わず広く普及啓発していきます。

母子保健と児童福祉の一体的な支援を行う「こども家庭センター」の市町村への設置促進や、

母子保健や児童福祉を担う人材育成に取り組み、市町村における妊婦に対する保健指導やリス

クのある妊婦への支援、公費負担による定期的な妊婦健診受診の促進、妊産婦へのメンタルヘル

スケア、産後ケアなど、妊産婦の健康保持・増進を図ります。

また、妊娠・出産に対する不安や悩みを抱える方への相談支援、こどもを望む夫婦への不妊

症・不育症に関する相談支援や治療費の助成、予期せぬ妊娠に悩む若年妊産婦への支援に取り組

みます。

妊産婦と新生児にとって、安全・安心な出産や育児が実現できるよう周産期医療提供体制の確

保・充実に取り組みます。

基本方針２ こどもの心身の健やかな成長を支える取組

こどもの誕生から幼児期は、将来の健康的な生活を築くための基礎を培い、人生の確かなスタ

ートを切る上で最も重要な時期です。乳幼児が抱える疾病や障害の早期発見、早期治療が図られ

る体制の整備、発達の特性を早期に発見し、適切な支援につなげる体制づくりに取り組みます。

新生児期から大人になるまでの成長過程において、地域でいつでも安心して適切な医療サー

ビスが受けられるよう、小児医療を含む医療（成育医療）の確保・提供に取り組むとともに、慢

性疾病や難病を抱えるこども・若者の成育環境の確保に取り組みます。
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学童期・思春期は、心身ともに成長し、生涯にわたる健康の基礎を築く重要な時期であること

から、すべてのこどもが望ましい生活習慣を身につけ、性と健康に関する正しい知識を獲得でき

るよう取り組みます。

また、学童期及び思春期における様々な悩みや不安に対する相談支援や、こどもの心の問題に

対応できる専門家の育成、関係機関と連携した支援体制の構築を図ります。

基本方針３ 安心して子育てができる環境づくり

現代社会では、核家族化の進展、共働き世帯の増加、地域コミュニティの希薄化など、子育て

を取り巻く環境は大きく変化しています。かつてのように、近隣住民や親族からの子育てに関す

る助言や支援を得ることが難しい状況の中で、孤立感を抱える子育て家庭も少なくありません。

このような状況下において、子育て家庭は経済的な不安や仕事と育児の両立によるストレス

を抱えがちです。親が心身ともに健康で、ゆとりを持って子どもに向き合えるようにすること

が、子どもの健やかな成長において重要です。

社会全体で子育て家庭を支え、安心して子育てができる環境となるよう、地域ニーズに合わせ

た多様な子育て支援の推進、男性の家事・子育てへの参画促進、妊娠中・出産後も仕事を続けら

れる環境整備、子どもの事故防止対策、災害時における周産期・小児医療提供体制の整備などに

取り組みます。

４ 計画の位置づけ

本計画は、成育医療等基本方針（令和５年３月）を踏まえた母子保健を中心とした成育医療等

に関する計画です。

また、令和４（2022）年に策定した「新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画」の個別計画の１つ

として位置づけられ、「沖縄県こども・若者計画」及び「第８次沖縄県医療計画」をはじめ、県

の保健、医療、福祉及び教育等の関連計画との整合を図ります。
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５ 計画の期間

令和７（2025）年度～令和 11（2029）年度

６ 計画の推進について

⑴ 推進体制

毎年度各関係部署において本計画に基づく各施策の実施状況や指標を点検し評価を行いま

す。その内容を沖縄県成育医療等計画推進協議会へ報告し、施策の評価を受けたうえで、その

結果を公表します。

また、沖縄県成育医療等計画推進協議会の意見を踏まえつつ、必要に応じて見直しを行う

等、計画の効果的な推進を図ります。

⑵ 関係者の役割

① 県の役割

県は、市町村、医療機関、教育機関等の一体的な取組を推進する観点から、関係者の連携

の強化について中心的な役割を担い、施策の推進や課題の解決に取り組みます。

また県は、本計画に係る市町村の施策の状況把握、市町村の母子保健事業の均てん化や精

度管理等の広域的な調整を行うとともに、関係機関との連絡調整、情報収集及び情報提供、

広報活動等に取り組みます。

周産期・小児医療の医療提供体制整備については、関係医療機関等と連携し医療提供体制

の整備及び質の向上に努めます。

② 県型保健所の役割

県型保健所は、地域保健における広域的、専門的かつ技術的拠点であり、管内市町村におけ

る母子保健活動への支援として、管内の母子保健の課題を明確化し、健康格差の解消に向けて

市町村とともに評価を行い、市町村母子保健計画策定等を支援していく必要があります。

また、管内市町村や医療機関等、関係機関との連携会議や調整、研修会の開催等を行いま

す。さらに、保健所が提供している直接的な住民サービスについては、住民の生活の質の向上

につながるよう活動を推進します。

③ 市町村の役割

市町村は各母子保健事業の主たる実施者であり、関連部署や医療機関、教育機関、その他の

関係者と連携し、地域住民のニーズに応じた母子保健サービスが提供できるように、個々の状

況に応じたきめ細やかな支援を行うことが必要です。
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また、母子保健と児童福祉の一体的な支援を行う「こども家庭センター」の設置及び機能強

化を図り、妊産婦や乳幼児の健康の保持・増進やこどもと子育て家庭の福祉に関する包括的な

支援を切れ目なく行うことが重要です。

事業の実施を通じて把握した情報から、母子保健に関する評価に必要な指標に基づいたデ

ータを正確に把握し、課題を明らかにし、市町村の実情に応じた成育医療等基本方針を踏まえ

た母子保健を含む成育医療等に関する市町村計画を策定することが望まれます。

④ 関係部局・関係団体等の役割

計画を推進するためには、県内の医療機関、教育機関、関係団体、関係機関、事業主等の積

極的な参加及び協力が必要です。各主体はそれぞれの専門性や特徴を生かして、母子保健を含

む成育医療等に関する施策の推進のための活動を展開することが望まれます。

⑤ 地域住民の役割

地域住民は、本計画及び市町村が実施している母子保健活動に積極的に参画することが望

まれます。
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７ 計画の施策体系

第３章 基本方針ごとの基本施策と取組

基本方針１ 妊娠前から産後までの切れ目のない支援体制

基本施策 施策

⑴
妊娠前から妊娠期・出産・産後

までの切れ目ない保健対策

① 性等に関する正しい知識の習得とプレコンセプションケアの推進

② 不妊症・不育症に関する支援の推進

③ 低出生体重児出生率減少に向けた取組の推進

④ 妊産婦等の薬物治療に対する支援

⑤ 妊産婦のメンタルヘルスケア

⑥ 妊婦の口腔ケア

⑦ こども家庭センターによる切れ目のない支援

⑧ 妊娠・出産に関する相談体制・経済的支援の推進

⑨ 若年妊産婦等への支援

⑩ 母子保健に関する人材育成

⑵
周産期医療提供体制の確保・充

実

① 周産期医療提供体制（病床・施設設備）の充実

② 周産期医療に必要な人材育成

③ 円滑な患者受入、搬送体制の維持

基本方針２ こどもの心身の健やかな成長を支える取組

基本施策 施策

⑴
こどもの誕生から幼児期までの

保健対策

① 乳幼児健康診査の受診率向上及び疾病や障害の早期発見

② １か月児及び５歳児健診の推進

③ 乳幼児の健康支援

④ 障害や発達の特性の早期発見・把握

⑤ 歯・口腔の健康

⑥ 予防接種の推進

⑦ 低出生体重児への支援

⑵ 小児医療提供体制の整備・確保

① 一般小児医療を支える医療提供体制の充実

② 小児救急医療提供体制の整備

③ かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬剤師の普及啓発

⑶
慢性疾病・難病・がんを抱える

こども・若者への支援

① 慢性疾病・難病・がんを抱えるこども・若者の成育環境の確保

② 在宅で療育・療養生活が継続できる医療体制の整備

③ 医療的ケア児等医療情報共有システム（MEIS)の利用促進

④ 保育所等における医療的ケア児受入可能とする体制整備

⑤ 小児及び AYA 世代のがん対策
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⑷ 学童期・思春期の保健対策

① 生活習慣の形成・定着及び健康増進

② 有害環境対策の推進

③ 性と健康に関する教育や普及啓発・相談支援の推進

④ 予期せぬ妊娠、性感染症等への適切な相談支援等の推進

⑤ 学校における健康教育の推進

⑸ こどもの心の問題への対策

① 自殺総合対策大綱に基づく取組の着実な推進

② 自殺予防対策の推進、リスクの早期発見

③ 様々なこどもの心の問題への対応

基本方針３ 安心して子育てができる環境づくり

基本施策 施策

⑴

共働き・共育ての推進、男性の

家事・子育てへの主体的な参画

促進

① 仕事と子育てを両立できる環境づくりの推進

② キャリアアップと子育ての両立を可能とする環境の整備

③ 男性育児休業が当たり前となる社会の実現に向けた取組

④ 男性の育児等への参画

⑵
妊婦及び出産後の女性労働者が

仕事を継続できる環境づくり
① 妊婦及び出産後の女性労働者が仕事を継続できる環境づくり

⑶ 子育て支援

① 様々な子育て支援の推進

② 虐待をしないさせない社会の実現に関する啓発推進

③ 里親制度や特別養子縁組制度の普及啓発

④ 多胎児家庭への支援

⑤ ひとり親家庭への支援

⑥ 外国にルーツをもつこどものいる家庭への支援

⑷ デジタル社会の子育て ① ネットやスマートフォンのある時代の子育て

⑸ こども医療費の助成 ① こども医療費の助成

⑹ 母子保健 DX の推進
① 母子保健 DX の推進

② 母子保健データの利活用

⑺ 不慮の事故防止対策
① 乳幼児期の事故防止対策の推進

② 交通安全対策の推進

⑻
災害時等における周産期・小児

の医療提供体制の整備・確保

① 災害時における周産期・小児医療が提供できる体制の確保

②
妊産婦及び小児の新興感染症患者を入院させ、必要な医療を提供する体制の

整備（病床確保）
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第２章 現状と課題

１ 出生数等状況

⑴ 出生率と出生数

日本の出生数はここ数年で急激に減少しており、一人の女性が生むこどもの数の指標となる

合計特殊出生率は1.20と統計を取り始めて以降最も低くなっています。本県では、昭和47（1972）

年の本土復帰以降、出生率について全国一高い状況を維持しているものの、昭和 27（1952）年

からは減少に転じ、令和５（2023）年の合計特殊出生率は 1.60、出生数は 12,549 人となってい

ます。

出典：厚生労働省「人口動態統計」

出典：厚生労働省「人口動態統計」
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⑵ 初婚年齢と母の年齢別出生の状況

本県においては、全国と同様、妻の平均初婚年齢が上昇傾向にあり、母の年齢別出生割合に

よると高齢出産とされる 35 歳以上の出生（死産除く）割合は、令和４（2022）年が 31.9％（35-

39 歳：24.7％、40 歳以上：7.2％）と過去最も多く、全国よりも高くなっています。また、若

年出産とされる 10 代の出生割合についても、年々減少しているものの令和４（2022）年は

1.3％と、全国の２倍以上の高い状況が続いています。

本県においては、合計特殊出生率が高いため、第２子、第３子の出産年齢が高齢出産に該当

する等、全国よりも高くなることが思料されます。10 代の若年出産が全国と比べて高い状況

であることと合わせて、プレコンセプションケアの推進を行っていく必要があります。

出典：厚生労働省「人口動態統計」

出典：厚生労働省「人口動態統計」
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⑶ 妊婦の困り事等に関して

令和３（2021）年度の妊娠届出時問診票集計結果によると、『現在、「困っていること」「悩

んでいること」「不安なこと」』に対する回答として、19 歳以下の場合、約８割の方が「経済

的なこと」をあげており、40 歳以上では、「妊娠・出産」が約６割、「自分の身体のこと」が約

３割となっています。全ての妊産婦が安心して妊娠・出産・育児を行えるようにするためには、

支援を必要とする人を早期に把握し、適切な支援につなげる体制の充実を図る必要がありま

す。

出典：「妊娠届出時問診票集計結果（令和３（2021）年度）」
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⑷ 妊産婦や新生児等の死亡率

本県では、復帰後、市町村や医療機関等との連携により、周産期保健医療体制の整備や、母

子保健指導及び乳幼児健康診査体制の確立などが進められた結果、妊産婦死亡率や周産期死

亡率、新生児死亡率や乳児死亡率は全国平均を下回る水準まで改善しています。

なお、妊産婦死亡率は、ここ数年０人となっていますが、引き続き妊娠期の適正な管理に努

める必要があります。

※妊産婦死亡：妊娠中または妊娠終了後満 42 日未満の女性の死亡のこと

出典：厚生労働省「人口動態統計」

※周産期死亡：妊娠満 22 週以降の死産と生後７日までの新生児死亡をあわせたものをい

う。母体と胎児の健康状態を図る指標。

出典：厚生労働省「人口動態統計」
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※新生児死亡：生後４週未満の死亡のこと

出典：厚生労働省「人口動態統計」

※乳児死亡：生後１年未満の死亡のこと
出典：厚生労働省「人口動態統計」

⑸ 乳児の死因

乳児死亡の要因については、近年のデータを見てみると、「周産期に発生した病態」が最も

多く、次いで、「先天奇形、変形及び染色体異常」となっており、周産期に発生した病態で死

亡した内訳としては、「特異的な呼吸障害及び心血管障害」が最も多く、次いで、「細菌性敗血

症」、「胎児発育に関連する障害」となっています。

また、乳幼児突然死症候群（SIDS）による死亡件数は、平成 17（2005）年～平成 28（2016）

年までは毎年２～７件程度で推移していましたが、平成 29（2017）年度以降は、発生していま

せん。これは、医療機関、市町村の保健指導等を通して、乳幼児突然死症候群（SIDS）の発症

リスクを低くするために重要となる「１歳になるまではあおむけで寝かせる」、「できるだけ母

乳で育てる」、「たばこの受動喫煙を防ぐ」ことなどが、広く周知されたものと考えられます。

現状を維持するため、引き続き周知に取り組む必要があります。

R５ 県 22 名
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出典：厚生労働省「人口動態統計」
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⑹ 周産期医療提供体制

本県では、身体的疾患や精神疾患を合併した妊婦や 22 週以降の早産児、1000g 未満の超

低出生体重児等への高度な周産期医療は２ヶ所の総合周産期母子医療センターと各医療圏域

に設置された６ヶ所の地域周産期母子医療センターにより提供されています。

出産年齢が高くなったこと等によりハイリスク妊産婦が増加していること、救命可能な在

胎週数の低下や医療技術の進歩等に伴いより質の高い医療が求められるようになっており、

濃密な医療を必要とする妊産婦や新生児は今後も増加することが見込まれます。

正常分娩を取り扱う施設は、圏域による地域偏在が大きく、また産科医の高齢化により全

県的に分娩を取り扱う施設の減少が見込まれています。本県では長年低出生体重児が全国よ

り高い割合で出生する状況にあり、島嶼県で他県のように県外搬送が容易ではないため、現在

提供している周産期医療提供体制を維持していくには各周産期母子医療センターの機能強化

と分担を進める必要があります。

出典：「第８次沖縄県医療計画」

北部 中部 南部 宮古 八重山

総合周産期 - 県立中部病院
県立南部医療セン

ター・こども医療セン
ター

- -

地域周産期 県立北部病院
那覇市立病院

沖縄赤十字病院
琉球大学病院

県立宮古病院 県立八重山病院

R５（2023）周産期母子医療センターの一覧
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２ 妊娠中の健康管理及び女性の健康

⑴ 妊娠中の健康管理

（妊娠 11週以内の届出率）

市町村では妊娠届を受理時に、面談やアンケート等を実施し、妊娠や出産、育児に関する情

報の提供とあわせて、支援が必要な家庭に対しては適切なサービスにつなぐなど子育て期ま

で切れ目のない支援を行っています。このため、保健指導を含め適切な支援を受けるために

は、妊娠早期に妊娠届を提出する必要がありますが、本県における妊娠 11 週以内の妊娠届出

率は、令和４（2022）年度 88.8%と、全国より低い状況となっています。

年代別にみると、特に 10 代～20代前半が低く、特に、10代の妊娠 11週以内の届出率が低

いことから、妊娠や出産に関する不安など、悩みに対する相談支援と相談窓口の周知が必要と

なっています。

出典：「地域保健・健康増進事業報告」

出典：沖縄県「妊娠届出時問診票集計結果」
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（妊婦健診の平均受診回数）

市町村においては、公費負担で妊婦健康診査事業を実施し、妊婦の健康管理に努めていま

す。妊婦健診の近年の受診状況は、公費負担で実施可能な健診 14回中、平均 12.2 回で推移し

ています。これは、特に若い世代の早期の妊娠届出率が低いことにより十分な回数の妊婦健診

が受けられていないことや、流産や死産による健診の中断などが影響していると考えられま

す。引き続き、妊婦への定期的な妊婦健診の受診を促進する必要があります。

出典：「地域保健・健康増進事業報告」

（妊婦の飲酒と喫煙）

妊婦の喫煙率についても、年々減少し、令和４（2022）年は 2.1%と全国平均（2.1%）と同程

度となっています。また、妊婦の飲酒率については、平成 27（2015）年の 3.2％に対し、令和

４（2022）年現在では、0.6％と市町村や医療機関による保健指導等の取組により大幅に減少

し、全国よりも低くなっています。

妊婦の喫煙や飲酒が胎児に悪影響をもたらすことや早産のリスク要因となること等の正し

い知識の普及及び妊娠中の禁酒・禁煙指導に取り組んでいくことが重要です。

出典：こども家庭庁「母子保健課調査」
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（妊婦のやせ）

妊娠前のやせは、低出生体重児出生の要因との報告がある為、妊娠前からの体重管理、妊娠

中の適正な栄養管理等が重要です。

年代別にみると、特に 10 代女性のやせが多くなっていることから、将来の妊娠を見据えた

健康管理についても、若い世代への周知が必要となっています。

出典：沖縄県「妊娠届出時問診票集計結果」

（妊婦の高血圧）

妊娠中の高血圧（妊娠高血圧症候群）は、早産などのリスクが高まるとされています。本県

の年齢別の妊娠高血圧症候群の有所見者数の割合は、年齢が上がるにつれ高くなっており、高

齢出産といわれる 35 歳以上の割合が特に高くなっています。

市町村が実施するマタニティスクールや両親学級への参加を促し、妊娠高血圧症候群の妊

婦に対して、栄養管理等の生活習慣について指導を行う必要があります。

出典：「妊婦健診受診票」
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（妊婦の口腔ケア）

妊婦歯科健診については、令和４（2022）年時点で、県内では５市町村で実施されています。

妊婦は、ホルモンバランスの変化、嗜好の変化等によって、むし歯や歯周病が進行しやすいた

め、口腔清掃がより重要な時期です。むし歯や歯周病は、早産や低出生体重児出生の要因の一

つとされていることから、市町村等における保健指導等において、歯科受診等の勧奨を引き続

き行っていく必要があります。

（妊婦の疾患や薬剤による影響）

妊娠中は、特に重症化しやすい疾患があることや、薬剤による胎児への影響も妊娠週数に

応じて考慮する必要があることから、医療機関での診療や薬剤の処方等に特別な配慮や、妊

娠・授乳中の薬物治療に関する相談支援が必要です。

妊娠前から、若い世代が自分の将来の結婚や出産を展望する際に、正しい知識に基づき選

択を行えるようにするため、男女を問わず、性や妊娠に関する正しい知識の普及を図り、健康

管理を促すプレコンセプションケアを推進する必要があります。

⑵ 低出生体重児の出生割合

本県における出生体重2,500g未満の低出生体重児の出生率は11%前後と、全国に比べ高く、

全国１位～２位で推移しており、うち、出生体重 1,500g 未満の極低出生体重児についても、

1.0～1.2％で推移しています。

低出生体重児の出生率が高くなっている要因については、平成 26（2014）年度に実施した

分析結果から、「37週未満の出生」、「妊娠後期の高血圧」、「やせ（BMI18.5 未満）」、「身長 150cm

未満」、「妊娠中の喫煙」と関連があることが確認されています。

これを受けて、市町村や医療機関においては、これまで栄養や喫煙などの保健指導で改善

可能な要因については、特に力を入れ対策を行ってきたところですが、依然として高い状況が

続いています。

「37 週未満の出生」（早産）は、低出生体重児出生の大きな要因ですが、35 週未満の出生の

割合のデータをみると、本県は全国と比較し高い状況が続いています。

低出生体重児を減らすこれまでの取組の効果の検証を行い、強化すべき対策を検討する必

要があります。
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出典：厚生労働省「人口動態統計、衛生統計年報（人口動態編２）」

出典：沖縄県「低体重児出生の要因分析と保健指導」報告書

※妊娠満 22 週から 37週未満の出生が「早産」であるが、統計データ上、35 週未満で集計

出典：沖縄県「沖縄県衛生行政報告（人口動態編２）」、全国「人口動態統計」
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⑶ 妊産婦のメンタルヘルスケア

（夫婦のメンタルヘルスの不調）

妊産婦は、妊娠・出産に伴う環境の変化やホルモンバランスの変化により、うつ病の発症な

ど、メンタルヘルスに関する問題が発生しやすく、自殺対策白書によると妊産婦の自殺者は全

国で一定数（令和４年 65 名、令和５年 54 名）います。メンタルヘルスの不調は、本人及びこ

どもへの心身の発達にも影響を及ぼすことから妊産婦等のメンタルヘルス対策が重要な課題

となっています。

加えて、令和元（2019）年に行った国立成育医療研究センターによる国民生活基礎調査 2016

を活用した分析結果によると、全国の生後１歳未満の子どもを育てる 3,514 世帯のうち、夫婦

ともに「メンタルヘルスの不調のリスクあり」と判定された世帯は 3.4％で、母親は 10.8％、

父親については 11.0％となっており、産後は母子へのケアや支援に加え、父親への支援体制

も整えていくことが重要とされています。

出典：国立成育医療研究センター「令和２（2020）年８月 NEWS RELEASE」

（妊婦やその家族に対する産後のメンタルヘルスの重要性の周知）

妊婦への保健指導等の際に産後のメンタルヘルスの重要性について本人へ伝えている市町

村は令和４（2022）年度で 31 市町村（75.6％）となっています。また、そのうち、家族等に

対しても説明する機会を設けている市町村は、令和４（2022）年度で 17市町村（41.5％）と

なっています。妊娠や出産は女性の身体的変化や家庭環境の変化によって、父母共にメンタル

不調がおこりやすい時期であることから、本人や家族が変化について出産前から理解してお

くことや、家族サポートやメンタルヘルスケアの重要性について、本人および家族にも伝える

ための取組を行うなど、市町村の理解や多職種が連携した支援体制の促進が必要となってい

ます。
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出典：こども家庭庁「母子保健課調査」

（産後ケア事業）

県内では、令和４（2022）年４月時点で、35 市町村において産後ケア事業が実施されてお

り、助産師による授乳や育児に関する相談の他、産後の心身に関する相談、宿泊型施設では休

息等の支援が実施されています。すべての地域においてサービスが展開されることが望まし

いことから、全市町村での事業実施が課題となっています。また、これまで産後ケア事業は心

身の不調又は育児不安等がある産婦が対象となっていましたが、令和５（2023）年度からは産

後ケアを必要とする者へ対象が拡大されたことから利用者が増加することが見込まれるた

め、市町村が広域的にサービス提供事業所と契約できるよう、サービスの質の確保に向けた体

制整備が必要となっています。

出典：市町村数は子育て支援課調査、実施件数は「沖縄の母子保健」
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（産婦健康診査）

市町村においては、出産後の心身の健康状態を確認することを目的に、産後２週間及び１

か月頃を対象とした産婦健康診査事業を実施しています。

産婦健診ではエジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）等を活用して心の状態等を確認し、産後

うつの疑いがある方(EPDS:９点以上、うつ症状がある等)は、産科医療機関から「子育て支援

地域連絡票」を通して市町村による支援へつなげています。市町村は、子育て支援地域連絡票

を受け取ったら、訪問にて状況を確認する等の対応をしています。

メンタルヘルス不調の要因は様々ですが、精神科医療機関へつなぐ前に、医療または福祉

等の必要な支援を選定・判断できるよう保健師のアセスメント力の向上が必要となっていま

す。

また、支援対象者のニーズに沿ったより適切な支援につなげるため、市町村、産科医療機関

及び保健所が課題を共有し、その対応の在り方を検討する等、地域全体で支援体制を整える取

り組みが行われています。

自殺対策白書より、妊産婦の自殺者は全国で一定数（令和４年 65 名、令和５年 54 名）い

ることから、妊娠中から産後にかけてのメンタルヘルスケアと、緊急性のある事例を的確に

把握し、精神科医療機関と連携することが重要となっています。
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⑷ 女性の健康

女性は妊娠・出産や女性特有の更年期疾患を経験する可能性があることから、女性自身が

ライフステージにおける様々な状況に柔軟に対応し、的確に自己管理を行えるようにするこ

とは重要です。このため、本県においては、生涯を通じた健康上の問題に関し気軽に相談でき

る窓口として、沖縄県女性健康支援センターを設置し、妊娠、出産、思春期や更年期等の様々

な悩みに関する相談支援を行っています。令和５（2023）年度における相談件数は、527 件（電

話 514 件、面談 13 件）となっています。

相談内容は妊娠・出産に関することが最も多く、次いで授乳・離乳に関すること、子育てに

関することとなっており、これに続くメンタルや思春期に関する相談も急増しています。令和

５年度の沖縄県女性健康支援センターの相談件数のうち、89 件が男性からの相談となってお

り、男性からの相談にも対応できる体制整備が課題となっており、男女を問わず性や妊娠に関

する正しい知識の普及を図り、健康管理を促すプレコンセプションケアを推進する観点から、

男性に対する相談支援も必要となっています。

出典：子育て支援課調査
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⑸ 不妊・不育症

（沖縄県不妊・不育専門相談センター）

国の資料によると 2.6 組に１組のカップルが不妊に悩んだ経験があるとされており、4.4 組

に１組は実際に検査や治療を経験しており、不妊・不育に関し悩みを抱えている方が多くいま

す。このため、県では、「不妊・不育専門相談センター」を設置し、不妊・不育に関する専門

的な相談支援を行っており、令和５（2023）年度の相談件数は延べ 182 件で、不妊検査や治療

に関する相談が多くなっています。

不育症に関する相談には、流産・死産に関する相談が含まれます。

流産・死産・人工妊娠中絶といったこどもとの死別は、近親者との死別の中でも特に悲嘆

（グリーフ）が強いとされているため、沖縄県不妊・不育専門相談センターにおいても公認心

理師を配置し、相談体制を整備していますが、流産・死産に対する悲嘆（グリーフ）に関する

相談がないことから、取組の周知が必要となっています。

出典：子育て支援課調査



25

（不妊治療に係る費用への助成）

本県においては、平成 17（2005）年度から国の事業を活用して治療費の一部を助成してき

たところですが、令和４（2022）年度からは人工授精等の｢一般不妊治療｣、体外受精・顕微授

精等の｢生殖補助医療｣が保険適用されたことを受けて、保険適用外の先進医療に係る費用の

一部助成を行っています。令和５（2023）年度に助成件数が増加していることから、引き続き

支援をしていく必要があります。

出典：子育て支援課調査
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３ こどもの心身の健やかな成長

⑴ 乳幼児の障害・疾病の早期発見

（新生児マススクリーニング検査）

本県では、昭和 52（1977）年度より、障害や発達の遅れが生じる可能性のある先天性代謝

異常等を早期に発見し速やかに治療につなげるための新生児マススクリーニング検査を実施

しています。県内で出生したほぼすべての新生児が当該検査を受けており、令和４（2022）年

度の検査件数 13,500 件に対し、異常を発見した件数は内 17 件となっています。当該検査に

ついては、令和６（2024）年 11 月より検査対象疾患拡大に資する国の実証事業（２疾患）を

活用するとともに、県独自で実施している７疾患、従来の 20 疾患を加えた 29 疾患のスクリ

ーニングを県内の出生したほとんど全ての新生児に実施しています。今後、国の実証事業の動

向を注視しつつ、検査対象疾患の拡大に取り組む必要があります。

（聴覚検査）

乳幼児期に軽・中度の難聴がある場合は異常の発見が遅れることにより、言語発達やコミュ

ニケーションに支障をきたすため、情緒や社会性の発達にも影響が生じることから早期に発

見し、適切な支援につなげていくことが重要です。このため、本県においては、県内すべての

産科医療機関に対し、検査機器導入に係る補助を行い、新生児の聴覚検査体制を整備していま

す。さらに令和２（2020）年８月には、聴覚障がいの早期発見・早期支援の拠点となる「きこ

えの支援センター」を開設し、保護者や関係機関からの相談に対応するとともに療育支援等適

切な支援へつなげているところですが、新生児聴覚検査については、公費による助成等を行っ

ている市町村が少なく、新生児が検査を受けやすい環境を整備することが必要となっていま

す。

（視覚検査）

こどもの目の機能は３歳頃までに急速に発達し６歳から８歳までに完成します。このため、

弱視等を３歳児健診等において、早期に発見し治療につなげることが重要です。早期発見にあ

たっては、３歳児健診における屈折検査機器の導入が推奨されており、令和６（2024）年９月

時点で 27市町村において導入されていますが、更なる導入促進が必要となっています。

⑵ 乳幼児健康診査の状況

乳幼児健康診査は、乳幼児の成長や発育、発達、虐待の早期発見等を目的として全市町村で

実施されています。令和４（2022）年度の受診率は、乳児健診については、89.4％と全国と比

べ高くなっているものの、１歳６か月健診は 90.7％、３歳児健診は 87.9％と、全国平均より

も低い状況にあります。また、すべての健診について、新型コロナウイルス感染症発生以前の

状態までに回復していない状況です。

このため、受診率向上に向けた取り組みが必要となっており、乳幼児健診の未受診者に対

しては、各市町村において、保健師や母子保健推進員による電話や家庭訪問等による受診勧奨

が実施されています。
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健診未受診の理由として、仕事、体調不良、受診機会の少なさ等があげられ、未受診者に対

して受診機会の確保を行う体制を検討するなど、健診を受診しやすい環境構築が求められて

います。受診勧奨を行っても未受診である等健診未受診者の中には虐待発生のハイリスク事

例も潜んでいることから、訪問して現認することが必要です。また、保護者に対し乳幼児健診

の重要性について理解してもらうため、保育園で実施される健診との違いも踏まえ情報発信

することが必要です。

また、多くの市町村においては、乳幼児健診受診率の目標や、健診において確認した子ども

の発育・発達の状況、育児の状況、子育て環境等に関する問診項目の結果から、自市町村の子

育て世帯の特徴や、それらを踏まえて特に注力すべき母子保健上の課題を抽出し対策を検討

する等の評価が実施されており、当該評価を踏まえ、効果的な保健指導や支援等のフォローア

ップが実施されています。今後は、すべての市町村において評価が実施されるよう、保健所に

よる支援が必要です。

離島においては乳幼児健診を行う小児科医等が不足しているため、持続的な健診体制の維

持ができるよう、関係機関との連携が重要となっています。

出典：地域保健・健康増進事業報告(地域保健編)市区町村編、

沖縄県の母子保健、全国乳児は各年齢での受診率の平均
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⑶ 乳幼児の生活習慣

ア 乳幼児期の生活習慣

乳幼児期は成長や発達が著しく、生涯にわたる健康づくりの基盤となる重要な時期であ

り、また、基本的な生活習慣を形成する時期でもあります。

本県においては、８時以降に起床する３歳児の割合が 6.7％、22 時以降に就寝する３歳

児の割合が 34.1％となっており、どちらも減少傾向にありますが、更なる改善が必要とな

っています。

また、就寝時刻が遅くなるにつれ、テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間が

長くなる傾向があるため、子育て世帯へ乳幼児期のデジタル機器等の適切な使用について

普及啓発する必要があります。

出典：沖縄県小児保健協会「乳幼児健康診査報告書」

出典：沖縄県小児保健協会「令和５年度乳幼児健康診査報告書」

イ 乳幼児の口腔ケア

乳歯はむし歯になりやすいため、保護者の仕上げみがきや、かかりつけ歯科医での予防処

置（フッ化物塗布等）を定期的に行う大切な時期となります。

本県では、平成 28 年度より乳幼児期のむし歯状況の改善を目的に「親子で歯っぴ～プロ

ジェクト」を立ち上げ、特に重要な対策として「保護者による仕上げみがきを毎日すること」

や「フッ化物の応用」を推進するための保健指導マニュアルを作成し、歯科保健指導の場で

活用されています。本事業の実施以降、「１歳６か月児に仕上げみがきを実施している保護

者の割合」は 83.4％まで増加し、３歳のむし歯有病者率は 15.8％（全国 8.6％）まで低下

しました。しかし、依然として全国よりも高い状況にあり、口腔ケアの重要性を広く周知す

る取り組みが必要となっています。
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出典：沖縄県小児保健協会「乳幼児健康診査報告書」、「地域保健・健康増進事業報告」

※「仕上げみがきを実施している保護者の割合（３歳児）」は南城市及び南風原町は含まれていない

⑷ 予防接種

予防接種は、感染症からこどもを守る効果的な手法の一つで、予防接種法に基づき市町村

が実施する定期接種と法によらない任意接種があり、定期接種には、麻しん（はしか）、風し

ん、急性灰白髄炎（ポリオ）、百日せき、破傷風、Hib 感染症、結核、HPV 感染症、ジフテリア

及び日本脳炎等に係るものがあります。乳幼児期に受けた予防接種の効果は将来の妊娠期も

継続しており、妊娠期において先天性風しん症候群を引き起こす風しんから母子ともに守る

ことができるため、家族を含めた感染予防が大切です。

（MR（麻しん（はしか）風しん混合）ワクチン）

MR（麻しん（はしか）風しん混合）ワクチンの実施率は、95％以上を達成・維持することで

感染拡大を防ぐことができるとされていますが、令和４年度の実施率は、１歳が対象となる１

期目実施率が、全国 95.4％に対し本県は 89.1％と低く、小学校就学前の１年間を対象とする

２期目の実施率についても全国 92.4％に対し本県は 85.7％と低くなっています。

市町村においては、乳幼児健診等において接種確認や接種勧奨を行っているところですが、

実施率の更なる向上を図るため、予防接種に関する正しい情報の提供等、保護者の理解促進に

取り組んでいく必要があります。

出典：厚生労働省「麻しん風しん予防接種の実施状況」

ワクチン実施率の比較（％）

沖縄県 全国

沖縄県 全国
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（HPV ワクチン）

本県の子宮頸がんの罹患率は、全国値よりも高い値で推移しているところですが、思春期に

おいては、初交前に HPV ワクチン接種を行うことにより、子宮頸がんの高い予防効果が期待で

きます。

HPV ワクチン接種率は、平成 25 年６月から令和４年３月までの積極的勧奨差し控えの影

響により、全国的に接種率が低くなっておりますが、特に本県の令和４年度から令和６年度に

おける HPV ワクチンの接種率は、全国で最も低い状況です。

県では、HPV ワクチンの接種率向上に向け、予防接種の実施主体である市町村だけでなく、

関係機関との連携を強化する必要があります。

出典：厚生労働省資料 都道府県別単年度 HPV ワクチン接種率

⑸ 小児医療

乳幼児の軽症患者が救急医療機関を多数受診していることがうかがえることから、小児患

者の保護者の不安軽減や救急医療機関の負担軽減を目的に、小児科医師、看護師による保護者

等向けの夜間の子ども医療電話相談事業（#8000）を実施しています。これにより、患者の症

状に応じた適切な医療提供体制の構築を行うとともに、救急医療機関の適切な受診を促すこ

とで医療従事者の負担軽減も図っています。

県内の小児科を標榜する診療所数は 172 施設、病院数は 38 施設となっており、小児人口

10 万人当たりの施設数でみると、診療所数・病院数ともに全国よりも少ない状況です。

本県の小児科医師数は、令和２（2020）年末 244 人で、小児人口 10 万人当たりの小児科

医師数は 100.6 人となっており、全国の 120.3 人を下回っています。圏域別でみると、南部

圏域を除く４圏域が全国の 120.3 人を下回っており、宮古圏域が 58.4 人と最も少なく、次

に中部圏域が 73.7 人と少なくなっています。

全国では、初期救急医療は、休日夜間急患センターや在宅当番医制において、救急搬送を必

要としない救急患者の診療を行っています。本県では、休日夜間急患センターや在宅当番医制

については実施していないほか、初期救急医療に対応する診療所等は少なく、本来、専門医療

又は入院を要する小児救急医療を提供する二次医療圏の救急病院や、高度な専門医療又は重
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篤な小児患者に対する救命医療を提供する小児救命救急センター（南部医療センター・こども

医療センター）が初期救急から第三次救急まで対応しており、多くの軽症患者がこれらの医療

機関を受診することで、結果的に、入院を要する救急医療等に支障を来しています。

このため、救急医療の適切な利用の観点から、母子健康手帳交付時面談等の機会に市町村

を通じて夜間の子ども医療相談事業（#8000）の活用を促すといった周知が必要です。

出典：「第８次沖縄県医療計画」
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⑹ こどもの生活習慣

ア 児童（小学５年生）・生徒（中学２年生）の睡眠・朝食の欠食・運動の状況

（睡眠）

こども達が健やかに成長していくためには、十分な休養・睡眠、栄養バランスのとれた食

事、適切な運動が大切です。睡眠不足は肥満につながることが分かっているほか、睡眠中に

分泌される成長ホルモンの分泌が悪くなり身長の伸びも悪くなる可能性があります。厚生

労働省は、「小学生は９～12 時間、中学・高校生は８～10時間を参考に睡眠時間を確保する

こと」を推奨していますが、県内の小学生の睡眠時間は「８～９時間」が最も多く、中学生

では「７～８時間」が多い結果となっています。こどもの睡眠習慣は大人の生活習慣に強く

影響されるため、大人も含め、十分な質と量の睡眠を確保するよう促す必要があります。

出典：文部科学省「児童生徒の体力・運動能力・泳力調査」
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（朝食の欠食）

朝食の欠食は生活習慣の乱れや肥満、脂質異常症等を引き起こす原因の一つです。本県に

おける朝食を欠食する児童・生徒の割合は、令和４（2022）年度は、小中高生ともに増加傾

向にあります。こども達をとりまく生活環境の変化に伴い、朝食を食べないで登校するこど

もや朝食を食べることができない家庭環境のこどももいるため、それぞれのこどもの家庭

環境に応じた取組が必要です。

朝食を欠食すると集中力の低下だけでなく、肥満、脂質異常症等の生活習慣病の発症と

関連するほか、カリウムやビタミンの欠乏等、必要な栄養素の不足につながりやすいため、

朝食を食べる習慣を定着させる必要があります。

出典：文部科学省「児童生徒の体力・運動能力・泳力調査」
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（運動）

身体活動・運動は体力、骨の健康やメンタルヘルス等を向上させるとともに肥満を改善す

る等の効果があり、こどもは身体を使った遊び、生活活動、体育・スポーツを含めて、毎日

最低 60 分以上は身体を動かすことが推奨されていますが、「１週間の総運動時間が 60 分未

満の児童生徒の割合」は小中学生ともに全国に比べ高く、平成 28 年と比較すると男女とも

に増加傾向にあります。

生活習慣の乱れは学習意欲や体力、気力の低下が懸念されることから、こどもの発達や成

長にあわせた生活習慣の改善に向けた取組が必要となっています。

出典：文部科学省「児童生徒の体力・運動能力・泳力調査

※全国体力・運動能力、運動習慣調査（令和２年）は新型コロナウイルス感染症の影響で調査中止
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イ 児童・生徒のやせと肥満

生徒の肥満度については、年度によって増減はあるものの全国と比較すると本県の痩身

傾向児（やせ）は比較的少なく、肥満傾向児は多い状況です。こどもの肥満等は、将来、大

人の肥満や生活習慣病に移行する可能性があります。一方、こどものやせは、成長期におい

て栄養欠乏をきたし、低身長や無月経、将来の骨粗しょう症などの原因になるとされていま

す。適正体重を維持できるよう、こどもの頃から、健康的な食習慣の習得を促すため、児童

生徒や保護者が適正な食習慣を学ぶ機会を増やす取組が必要です。

出典：文部科学省「学校保健統計調査」

ウ 学齢期のむし歯の状況

令和４（2022）年度の 12 歳児でむし歯のある者の割合は 44.1％、一人平均むし歯数は

1.2 本です。年々改善傾向にありますが、全国に比べむし歯を持つ者の割合等が高い状況に

あります。

６歳頃から 12歳頃までに乳歯は永久歯に生えかわり、生えかわったばかりの永久歯はむ

し歯になりやすく進行も早いため、学齢期はむし歯予防に最も大切な時期です。日頃の歯み

がきや、かかりつけ歯科医での定期的な歯科健診や予防処置（フッ化物塗布等）等、むし歯

や歯周病予防につながる習慣を自ら身につけていく時期です。また、むし歯の有病状況の地

域差や個人差等の健康格差の縮小のために最も有効とされる集団でのフッ化物洗口実施拡

大等が必要です。

むし歯になった際には、未処置のまま放置せず、早期に治療する必要があります。



36

出典：文部科学省「学校保健統計調査」

⑺ 性感染症

性感染症は、男女限らず誰でも感染する可能性があり、一度の性交渉でも感染することが

あります。感染した場合、病気が重症化したり、不妊の原因となったり母子感染に繋がること

で、死産や早産となることもあることから、性と健康に対する知識の普及等が求められていま

す。

本県における性感染症罹患者数は 20歳未満については性器クラミジア感染症が最も多く近

年増加しており、20代から 40 代の梅毒及び性器クラミジア感染症の罹患者数が増加傾向にあ

ります。性器クラミジア感染症や梅毒は、特に不妊や胎児への影響が大きく、10 代の早いう

ちから男女ともに適切な予防方法や性感染症による体への影響といった正しい知識の普及の

取組が必要です。

出典：沖縄県感染症情報センター「感染症発生動向調査事業報告書」

※性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症は定点把握

による集計、梅毒は全数把握による集計
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⑻ 予期せぬ妊娠

本県の 20歳未満の人工妊娠中絶実施率は、令和５（2023）年度は 4.5 と他の年齢階級と比

べると低いものの、全国水準（令和５（2023）年：3.8）より高くなっています。また、10代

の出産割合についても全国に比べると高い状況です。（P.２「母の年齢別出生割合」参照）

また、本県では予期せぬ妊娠などにより、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等

が、身近な地域で必要な支援を受けられるよう、アウトリーチや SNS 等を活用した相談支援

や、産婦人科等への同行支援などを行うと共に、県内においては「若年妊産婦の居場所」にお

ける支援が実施されています。また、助産師等により性や妊娠に関する正しい知識の普及とあ

わせて、妊娠や出産に対する責任の重さなどについて男性側の意識を育てる取組も始めてい

ます。SNS を活用した予期せぬ妊娠に関する相談件数は、令和３（2021）年度が 239 件、令和

４（2022）年度は 578 件、令和５（2023）年度は 889 件となっており、増加傾向にあります。

10 代の妊娠は、人工妊娠中絶・出産どちらを選択しても、女性の身体的かつ精神的負担は

大きく、また、SNS の普及等により性を取り巻く環境が変化しているという社会的な背景を踏

まえ、妊娠や出産で悩んでいる者に対し相談支援を行うとともに、こどもたちの発達段階に応

じた包括的性教育による性や妊娠に関する正しい知識やリプロダクティブ・ヘルス/ライツの

普及、里親制度の周知などが必要です。

出典：沖縄県「衛生行政報告」

出典：子育て支援課調べ
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⑼ こどもの飲酒と喫煙

こどもの飲酒と喫煙は心身の健康を害するとされており、本県におけるこどもの飲酒又は

喫煙による補導数は年々減少傾向にあります。こどもが飲酒や喫煙について正しい知識を持

ち、適切な意思決定や行動選択を身につけることが重要です。

出典：沖縄県警察「少年非行等の概況」

出典：沖縄県警察「少年非行等の概況」
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⑽ こどもの心の問題

こどもの心の健康問題の要因としては、虐待や事件・事故、自然災害等による心的外傷後ス

トレス障害（PTSD）、いじめや不登校、発達障害などが関係していると考えられ、これらは複

雑に関連しあっている場合もあります。「第２次沖縄県自殺総合対策行動計画（中間見直し）

-令和６年３月」によると、本県における直近５年間（平成 29（2017） 年～令和３（2021）

年）の年齢階級別死因順位の死亡者数に占める自殺の割合は、10代においては２番目に高く、

20 代から 30 代においては最も高くなっており、沖縄県「衛生統計年報（人口動態編）」によ

ると、20歳未満の年齢階級別自殺者数も、毎年一定程度ある状況です。

また、こどもの心の健康問題に早期に対応するためには、児童精神科医による診察等が必

要であるものの、児童精神科等受診可能な医療機関が限られていることもあり、初診待ちが発

生している状況です。

いじめや不登校等の問題に適切に対応し、児童生徒の抱える悩みや不安を解消するには、

スクールカウンセラー等を学校に配置し、学校における教育相談体制の充実を図る必要があ

ります。また、こどもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるよう、24 時間こども SOS ダイ

ヤル、SNS を活用した相談体制等の充実を推進するとともに、子ども若者みらい相談プラザ

sorae、地域若者サポートステーションと連携した切れ目のない支援体制の構築、個別的・継

続的な支援を引き続き行っていく必要があります。

さらに、児童生徒の内面を理解して適切な対応や指導を行うため、またこどもの自殺の危

険因子等の共通理解を促すため、ゲートキーパー養成講座等、教職員等に対する研修や普及啓

発等を行うとともに、こどもの自殺対策力の向上を図るため、学校側からの支援要請に応じ

て、専門家からのリスクの見極めや地域社会資源等とのつなぎについて助言を受けられる体

制整備に引き続き取り組む必要があります。

出典：JSCP「地域自殺実態プロファイル 2022 年更新版」 沖縄県自殺総合対策行動計画

出典：沖縄県「衛生統計年報（人口動態編）」
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４ 孤立しやすい世帯の状況

⑴ 外国にルーツをもつこどものいる世帯

本県の令和４（2022）年の出生数は 13,594 人で、うち父母のどちらか一方が外国籍のケー

スは、3.0％の 406 人となっており、東京に次いで２番目に高い地域となっています。

また、令和２（2020）年の国勢調査によると、本県に住む外国籍のこどもの数は 1,771 人と

なっており、言語や文化等が異なる外国籍のこどもの養育環境には配慮と支援が必要となっ

ています。

出典：厚生労働省「令和４年人口動態統計」

出典：総務省「国勢調査」
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⑵ 多胎児をもつ家庭の状況

県内におけるこどもの出生数は年々減少していますが、多胎で生まれる児の数は年間 300

人前後と一定数います。多胎児を育てる家庭は、同時に２人以上を妊娠・出産し、育児を行う

ことによる身体的・精神・経済的負担の他、外出が難しいなどによる社会からの孤立等、様々

な困難に直面します。一部の市町村においては、国の事業を活用して、家事支援、移動支援や

交流等に取り組んでいるところですが、多胎児を育てる家庭のニーズに対応できるよう市町

村と連携し取組の充実を図ることが求められています。

出典：厚生労働省「人口動態統計」

⑶ ひとり親家庭

令和５年度沖縄県ひとり親世帯等実態調査によると、本県における令和５年度のひとり親

世帯の出現率は、母子世帯で 4.38％、父子世帯で 0.54％と、全国の約２倍となっています。

世帯収入については、総収入 200 万円未満の割合が母子世帯（全国 21.1％、沖縄県 27.8％）、

父子世帯（全国 7.1％、沖縄県 22.9％）のいずれも全国より高くなっています。

ひとり親家庭は、子育てと生計維持を一人で担っているため、就業をはじめ、育児や教育、

住居等の問題など、日常生活全般にわたり様々な困難を抱えていることから、それぞれの家庭

の状況に応じた適切な支援につなげる取組が必要です。

出典：沖縄県ひとり親世帯等実態調査
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出典：沖縄県ひとり親世帯実態調査

※全国は 2021 年調査、沖縄県は 2023 年調査
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５ 全てのこどもが健やかに成長できる環境づくり

⑴ 父親の育児参加

子育ては母親だけが行うものではなく、父親や家族、地域の方々に支えられながら、こども

とともに親も成長していくものです。

令和４年 10 月に育児・介護休業法が改正され「産後パパ育休制度」が創設されるなど、よ

り男性が育児休業を取得しやすい制度が設けられました。妻の出産直後に男性が育児休業を

取得し、家族との時間を過ごすことで、父親であることを実感し、家族の結び付きを深め、育

児や家事を担うきっかけとなり、これまでの働き方や生活を見直す機会となることが期待さ

れています。

出産・育児等のライフステージにおいて母親の離職を防ぎ、希望に応じて男女共に仕事と

育児等を両立できるようにするためには、女性の就業が継続できるよう男性の育児・家事への

参画を促すと共に、男性が産後の育児・家事について学ぶことが求められており、県では、企

業への専門家派遣や、ワーク・ライフ・バランスセミナーを実施し、男性社員の育児休業取得

等を推進する企業に対する支援に取り組んでいるところです。

本県の父親の育児への参加状況については、乳幼児健診時の問診によると、「よくやってい

る」「時々やっている」と回答された割合が、３・４か月児（乳児健診前期）で 75.2％、１歳

６か月児健診で 74.1％、３歳児健診で 70.6％となっており、全国平均より高くなっていま

す。

出典：乳幼児健診問診票

⑵ 育てにくさを感じる親を早期に支援する体制

こども家庭庁母子保健課調査によると、育てにくさを感じている親の割合は、「いつも感じ

る」「時々感じる」を合わせると、３・４か月児（乳児健診前期）で 7.2％、１歳６か月児健

診で 15.8％、３歳児健診で 24.3％となっており、全国平均より低いものの、こどもの年齢が

上がるにつれて高くなっています。また、育てにくさを感じたときに対処できる（相談先を知

っている）親の割合は、どの年齢においても、本県は全国より高くなっています。
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育てにくさを感じる要因には、こどもが発達障害などの特性を抱えている場合や、親自身が

障害を抱えている場合、育児に行き詰った時に周りに相談できる方がいないなどの要因等が

考えられます。

育てにくさを感じている親や気になる親・家庭については、新たに設置された「こども家庭

センター」を中心に関係機関が連携し、サポートを充実させる必要があります。

出典：乳幼児健診問診票

⑶ 児童虐待の防止と支援について

こども家庭庁母子保健調査によると、体罰や暴言等によらない子育てをしていると回答し

た親の割合は、年々増加していますが、まだ、十分ではありません。

体罰や暴言等による子育てをしている家庭の背景には様々な要因があると考えられますが、

しつけを理由とした体罰が禁止となっていることや、こどもへの暴言、または夫婦喧嘩などの

場面をこどもが見てしまうことで、脳の発育に深刻な影響を与えることなどについて、更なる

普及・啓発活動を行っていく必要があります。

また、虐待を受けているこどもや支援を必要とする家庭については、早期に発見し、必要な

支援に繋げることが求められていることから、引き続き児童相談所やこども家庭センター等

の機関で連携し支援に取り組む必要があります。
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母子保健活動における、妊娠期から出産、産後までの妊産婦へのポピュレーションアプロー

チ、乳幼児健診や乳幼児全戸訪問等によるこどもへのポピュレーションアプローチにおいて、

安心して妊娠、出産、子育てができるよう支援することにより、児童虐待等の予防につながり

ます。

出典：乳幼児健診問診票

⑷ 医療的ケア児

医療技術等の進歩と周産期医療従事者の努力により妊娠 22 週以降の早産児が救命される

ようになり、それに伴い NICU（新生児特定集中治療室） 等に長期入院した後、退院後も引き

続き在宅で人工呼吸器や胃ろうなどを使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必

要な児（以下「医療的ケア児」という。）が増加しています。

医学的には退院可能であるものの、在宅療養生活を開始し、継続するために必要な家族の

養育力や経済基盤、利用可能な在宅サービスが近くに存在しない等の社会的要因により、周産

期母子医療センターから在宅療養環境への移行が困難な児もいます。

早産児や低出生体重児のうち、退院後も医療的ケアを要する児については、市町村と保健所

において状況を把握し支援する必要があります。

また、現在、医療型短期入所事業所は、北部１か所、中部２か所、南部３か所、宮古１か所

の合計７カ所となっていますが、宮古圏域においては、スタッフの人材不足により利用日を制

限する等の十分なサービスが提供できない実態があります。このため離島における事業所の

確保を含めたサービスの提供体制が課題となります。医療的ケア児の支援体制を整備するた

めに、家族のレスパイト支援を充実させる必要があります。

出典：「第８次沖縄県医療計画」
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⑸ 小児慢性特定疾病

本県では、小児慢性特定疾病児を対象とした医療費の助成を行っています。 助成の対象疾

病は段階的に拡大され、令和７（2025）年４月時点で 16 疾患群 801 疾病が対象となっていま

す。それに伴い給付件数は増加し、令和４（2022）年度 の給付件数は 3,160 件となっており、

内分泌疾患及び慢性心疾患が多くを占めています。

医療技術の進歩に伴い、医療的ケア児や小児慢性特定疾病児等の長期療養児が増えてきて

おり、長期療養児及び家族が地域で安心して生活していけるよう、関係機関と連携した継続的

な支援が必要です。

出典：沖縄県地域保健課調べ（平成 29 年度～令和元年度は那覇市を除いた件数）

⑹ 母子保健推進員による支援

県内市町村には、妊娠・出産・子育てについて市町村から委嘱を受け活動を行っている「母

子保健推進員」がおり、主に、乳児家庭全戸訪問や乳幼児健康診査未受診訪問を行い、行政と

地域とをつなぐパイプ役を担っています。地域で活動している母子保健推進員数は近年減少

傾向にあり、人材確保が課題となっており、研修会を開催する等、人材確保に努める必要があ

ります。

出典：「沖縄県の母子保健」
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⑺ 不慮の事故防止

国の調査によれば「不慮の事故」が子どもの死亡原因の上位となっており、その死因として

は交通事故が最も多く、乳幼児ではベッドでの窒息や浴室での溺れといった周囲が気をつけ

ることで防げるものが大部分です。

本県においても、こどもの不慮の事故の死因別死亡数（H30 年～R４年の累計）は不慮の溺

死及び溺水と不慮の窒息が交通事故に次いで多くなっています。

こどもの発育過程の中で、予期せず起こりやすい事故とその予防法、もしもの時の対処法

を知っておくことは、事故の予防の上で大切です。

市町村における母子健康手帳交付時面談や新生児訪問、乳幼児健診などの機会を通じて、チ

ャ イルドシートの活用について説明していますが、こどもの年齢が高くなるにつれて利用

する割合は減少しており、親の理解の促進が必要となっています。

出典：令和６年度子供の事故防止に関する関係府省庁連絡会議

出典：沖縄県「衛生行政報告」
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⑻ 災害時における医療提供体制

自然災害発生時や感染症発生時においても、適切な配慮の下、必要な母子保健サービスや

医療等が提供されることが求められます。

災害発生時は、避難所や仮設住宅等での生活を余儀なくされる場合もあり、身体的・精神的

にも厳しい状況下に置かれるため、特に妊産婦・乳幼児に対しては、健康管理に配慮した早急

な対応が必要です。

被災した妊婦等が、妊婦健診や産後ケア、乳幼児健診等の各種母子保健サービスを避難先

である自治体においても適切に受けられるよう配慮を行うほか、健康管理に配慮した相談支

援を継続的に行うことや、安心して生活できる環境を確保することが重要です。

国が示している避難所等で生活する妊産婦及び乳幼児に対する支援のポイントや、被災し

た子どもたちへの支援に係る留意点について、保健師等専門職に対して平時より周知を行っ

ていくことが必要です。

県内で大規模な地震及び津波が発生した場合、空港及び港湾が被害を受け、水、燃料、食料

等の支援が届くまでに時間がかかることが想定されます。そのため、県内の医療機関では１週

間分の備蓄があることが望まれますが、各医療機関における予算や施設・設備等の制約がある

ことを考慮しつつ、３日分以上の備蓄（飲料水、燃料、食料、医薬品、医療資機材等）を行う

よう働きかける必要があります。

また、医療体制については、これまで本県における災害対策は主に、台風による停電や火事

などを想定したものでした。しかし、令和２（2020）年の新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）（「以下、新型コロナという。」）の感染拡大を受け、今後は大規模災害に加え新興感染症発

生・まん延時も想定した訓練や、周産期医療施設における医療備品等の備蓄状況を把握し、災

害発生に加え新興感染症発生・まん延時にも、周産期医療が継続できる体制を構築するため

に、小児・周産期リエゾンの育成と、周産期医療施設の災害対応マニュアルの策定が必要です。

また、災害発生時の役割分担について協議の場を設定し、新型コロナ感染拡大時に周産期

新型コロナウイルス感染症対策チームとして構築した各医療機関の役割分担を参考とし、県

全体で連携及び調整できる体制を構築する必要があります。
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第３章 基本方針ごとの基本施策と取組

基本方針１ 妊娠前から産後までの切れ目のない支援体制

本県では、低出生体重児の出生や若年出産の割合が全国より高く、高齢出産の割合の増加に

伴いハイリスク妊産婦が増加していることも踏まえ、若い世代から妊娠・出産や健康管理に関す

る正しい知識を習得するためにプレコンセプションケアを推進することや、周産期医療提供体

制の整備を推進する必要があります。

また、妊産婦のメンタルヘルスに関する課題もあり、身体面だけでなく、精神面、社会面への

支援の充実も必要となっています。

基本施策⑴ 妊娠前から妊娠期・出産・産後までの切れ目ない保健対策

妊娠前から妊娠期・出産・産後まで切れ目ない支援を行うために、プレコンセプションケア

の推進や各相談支援事業等に取り組みます。

【具体的施策】

番号 施策 施策の概要 所管部局等

① 性等に関する

正しい知識の

習得とプレコ

ンセプション

ケアの推進

将来の健やかな妊娠・出産につなげ、こどもを含む家

族がより健康な生活を送れるよう、性や妊娠に関する正

しい知識を身につけるため、学校、家庭、医療機関、市

町村などが連携を強化し、思春期保健の取組や発達段階

に応じた性に関する指導の充実に取り組む。

妊娠、出産、子育てに関する健康教育を実施し、 健康

の悩み等に関する学校関係者向け研修や、性感染症、避

妊や妊娠、女性の悩みに医学的・心理的な側面からの相

談支援・普及啓発に取り組む。また、保健所で実施して

いる、無料・匿名での性感染症に関する相談・検査の周

知に取り組む。

県（子育て支

援課）

教育庁（保健

体育課）

県（保健所）

県（地域保健

課）

市町村

② 不妊症・不育

症に関する支

援の推進

子どもを望む夫婦が適正な治療等を受けられるよう、

不妊症・不育症に関する相談の実施や治療費の一部助成

を行うことで、精神的、経済的負担の軽減を図る。

県（子育て支

援課）

市町村

③ 低出生体重児

出生率減少に

向けた取組の

推進

妊婦の痩せ傾向や喫煙、飲酒、妊娠高血圧症候群等は

早産や低出生体重児出生のリスク要因となっており、妊

婦自身の健康管理は安全な出産とこどもの健やかな発育

に不可欠であることから、市町村における母子健康手帳

交付時の保健指導の徹底、母親学級等における禁煙教育

のほか、定期的な健康診査の受診促進等の妊婦の健康管

理の普及啓発に取り組む。

県（子育て支

援課）

県（保健所）

市町村
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妊娠、出産、授乳等に当たっては、妊娠前からの健康

なからだづくりや食習慣の形成が重要であることから、

「妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針（令和

３年３月）」のパンフレット等を活用し、バランスのよい

食事や必要な栄養素等の普及啓発に取り組む。

また、県では妊娠高血圧症候群等で入院した低所得世

帯の妊産婦に対し支援を行う等の取組を推進していく。

④ 妊産婦等の薬

物治療に対す

る支援

妊娠中に医薬品を使用する際には、母体と胎児への影

響について注意する必要があるが、一方で、医薬品の使

用によるリスクを過剰に心配し、医師等が必要な薬物治

療を控えることや、患者本人が自己判断により服薬を中

止することで、母体や胎児へ悪影響を及ぼすおそれもあ

るため、沖縄県では、妊娠・授乳中の薬物治療に関して

不安を持つ女性等に対する相談支援に取り組む。

県（子育て支

援課）

⑤ 妊産婦のメン

タルヘルスケ

ア

産科医療機関と精神科医療機関及び市町村（母子保

健）との連携強化等により、妊産婦のメンタルヘルスケ

アに実効性のある支援体制への構築を進める。

また、公費負担による産婦健康診査の受診を促進する

とともに、産後ケア事業を通じて産後の早い時期に心身

の不安を発見・解消し、安心して子育てができるよう、

産後ケア事業の体制整備に取り組む。

県（子育て支

援課）

市町村

⑥ 妊婦の口腔ケ

ア

妊婦の口腔ケアを促進するため、市町村と連携し、適

切な歯みがき、歯間部清掃器具の使用等、歯周病予防の

ための知識の普及を図る。また、市町村での成人対象の

歯科検診の実施拡大及び受診率向上を図るため、情報提

供や専門的助言、受診率向上に向けた好事例の共有等支

援を行う。歯と口の健康と全身の健康（低出生体重児出

産等）の関連について周知するとともに、歯と口の健康

に関して困りごとを抱えた県民が気軽に相談できる体制

を構築する。

県（健康長寿

課）

県（子育て支

援課）

県（保健所）

市町村

⑦ こども家庭セ

ンターによる

切れ目のない

支援

母子保健と児童福祉両機能の連携により、妊産婦や乳

幼児の健康の保持・増進やこどもと子育て家庭の福祉に

関する包括的な支援を切れ目なく行う「市町村こども家

庭センター」の設置促進を図る。

子育て支援地域連絡票の活用や、母子保健関係者連絡

会議等より、県、市町村、産科医療機関等との連携を促

進する。

県（子育て支

援課）

県（こども家

庭課）

県（保健所）

市町村
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市町村においては、妊娠届出時面談や「こんにちは赤

ちゃん事業」等のポピュレーションアプローチによっ

て、ハイリスクだけでなく潜在的なリスクや困難を抱え

た親子、育てにくさを感じる親を把握し、その後の支援

へとつなげるとともに、母子保健事業を充実させ妊娠期

から切れ目のない支援により児童虐待の予防に努める。

また、こども家庭支援員等を配置し、安心して子育てが

できる支援体制を関係機関と共に構築し支援に取り組

む。

⑧ 妊娠・出産に

関する相談体

制・経済的支

援の推進

市町村において、公費負担による妊産婦健康診査を実

施し、妊娠届の早期届出及び定期的な妊産婦健康診査を

促進するとともに、こども家庭センター等において母子

健康手帳交付時等に、妊婦に対する保健指導やハイリス

ク妊婦へのフォローアップ支援を行うなど、妊娠中及び

産後における母体の健康の保持増進を図る。

妊婦のための支援給付と妊婦等包括相談支援事業を組

み合わせて実施することにより、妊産婦の身体的・精神

的・経済的支援を図る。

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により

入院助産を受けることができない妊産婦に対しては、助

産制度の活用とサービスの円滑な実施が図られるよう、

制度の周知と関係機関の連携に取り組む。

居住する離島や近隣の地域に分娩取扱施設等が無く、

遠方の医療機関で不妊治療や妊婦健診、出産をせざるを

得ない妊婦等に対しては、通院や出産待機等に係る交通

費や宿泊費を助成し、適切な医療等を受ける機会を確保

する。

県（子育て支

援課）

県（こども家

庭課）

県（医療政策

課）

市町村

⑨ 若年妊産婦等

への支援

生活困窮世帯又は生活困窮に陥るおそれのある若年妊

産婦及びその配偶者が安定した生活を営み自立できるよ

う、市町村等と連携のうえ、妊娠中から専門的かつ継続

的な個別支援を行う居場所等を設置し、出産・育児に関

する相談・指導、就学や就業を含め、ライフプランに関

する支援等に取り組む。

身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等が、

身近な地域で必要な支援を受けられるよう、アウトリー

チや SNS 等を活用した相談支援に取り組む。

県（こども家

庭課）

市町村
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⑩ 母子保健に関

する人材育成

こども家庭センターにおいて中核的役割を担う統括支

援員やこども家庭支援員等専門職の確保及び人材育成に

ついて、市町村と連携して取り組む。また、地域の母子

保健関係者や地域母子保健活動の核となる母子保健推進

員等のスキル向上を図ることを目的に研修会を実施す

る。

県（子育て支

援課）

県（保健所）

市町村

基本施策⑵ 周産期医療提供体制の確保・充実

総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター等の周産期医療提供体制の

整備に関しては、沖縄県医療計画（第８次）の分野別計画として策定され、妊産婦と新生児が

安全・安心な出産と育児を実現できるよう、周産期医療提供体制の確保・充実に取り組んでい

ます。

【具体的施策】

番号 施策 施策の概要 所管部局等

① 周産期医療提

供体制（病

床、施設設

備）の充実

緊急時受入れに常時対応でき、病状に応じた入院が可

能な病床の確保や重症新生児の出生が集中した際にも対

応できる病床の確保に努め、各圏域において正常分娩に

対応できる分娩取扱施設の維持に努める等、地域で安

全・安心に妊娠・出産ができる環境整備に取り組む。

県（医療政策

課）

② 周産期医療に

必要な人材育

成

周産期医療センターの医療従事者の働きやすい環境整

備、医育機関である大学等との連携により将来を担う産

科・新生児科医の人材育成・確保に取り組むとともに、

分娩取扱医師や看護師、助産師が知識や技術を習得でき

るよう講習会や研修会の開催を支援する。

県（医療政策

課）

③ 円滑な患者受

入、搬送体制

の維持

周産期空床情報システム（OPeN2）の充実化を図り、

災害時にも対応可能な医療情報システムを整備する。ま

た、退院調整や搬送コーディネート、治療終了後の入院

受入れの全県的な調整など、周産期母子医療センターと

地域（訪問看護ステーション、保健所、市町村、かかり

つけ医、薬局、医ケア児支援センター）、福祉施設等と

の地域連携室における連携促進に取り組む。ハイリスク

妊産婦と新生児を迅速かつ安全に適切な施設へ搬送する

体制整備に取り組む。

県（医療政策

課）
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基本方針２ こどもの心身の健やかな成長を支える取組

乳幼児の成長や発育、発達、虐待の早期発見等を目的として乳幼児健康診査を実施していると

ころですが、受診率が低い状況にあり、また、MR ワクチンの接種率も低い状況が続いているた

め、受診率及び接種率向上に向けて、保護者の理解促進に取り組む必要があります。

こども達が健やかに成長するためには、生活習慣の改善に向けた取組、性感染症や予期せぬ妊

娠等を予防するための正しい知識の普及が必要であり、また、こどもの心の健康問題に対応する

ための体制整備に取り組む必要があります。

基本施策⑴ こどもの誕生から幼児期までの保健対策

乳幼児が健やかに成長できるよう、疾病や障害の早期発見や歯・口腔の健康の 普及啓発、

予防接種の促進に取り組みます。

【具体的施策】

番号 施策 施策の概要 所管部局等

① 乳幼児健康診

査の受診率向

上及び疾病や

障害の早期発

見

乳幼児健康診査については、１歳６か月児、３歳児の

法定健診に加え、１か月児及び５歳児健診についても、

市町村において速やかに実施できるよう関係団体等と連

携し環境整備に取り組む。

乳幼児健康診査の結果や未受診の状況を踏まえ、市町

村において、訪問等により家庭の状況を把握し、受診の

勧奨及び必要な支援につなげるとともに、県において

は、問診内容やリスク判断方法等、効果的な対応方法に

係る市町村担当者向け研修を実施する。また、事業主に

対し乳幼児健康診査の重要性について周知を図り、受診

しやすい環境づくりに取り組む。

先天性代謝異常や聴覚障害、弱視等の早期発見・早期

治療が図られるよう、新生児マススクリーニング検査の

対象疾患の拡充や、公費負担による新生児聴覚検査の実

施、視覚検査に係る機器の充実に取り組む。

県（子育て支

援課）

市町村

沖縄労働局

② １か月児及び

５歳児健診の

推進

疾病及び異常の早期発見及び適切な指導の実施によ

り、その進行を未然に防止すること、また、養育環境を

評価し、保護者への育児に関する助言を行うことを目的

に実施される１か月児健診に係る市町村の取組を促進す

る。

こどもの健康状態や発育・発達の確認を行うこと、基

本的な生活習慣や子育ての状況を確認することを目的に

県（障害福祉

課）

県（子育て支

援課）

市町村
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実施される５歳児健診に係る市町村の取組を促進する。

また、健診の結果、支援が必要なこどもを就学に向けて

支援につなげるための体制整備を行う。

③ 乳幼児の健康

支援

乳幼児期は成長や発達が著しく、生涯にわたる健康づ

くりの基盤となるため、乳幼児健康診査等における成長

発達に応じた食生活や運動、睡眠等の生活習慣を獲得す

るための保健指導の充実に取り組む。

県（子育て支

援課）

市町村

④ 障害や発達の

特性の早期発

見・把握

発達障害を早期に発見し適切な支援につなげるために

は、乳幼児健診や保育所、認定こども園、幼稚園などの

子育て支援の場での取組が重要であり、各市町村におい

て、育てにくさを感じる親を早期に支援する体制づくり

をすすめる必要がある。県としては、市町村が主体的に

体制づくりをすすめることができるよう、発達障害者支

援センターや地域の医療機関等との連携により積極的に

支援していく。

県（障害福祉

課）

県（子育て支

援課）

市町村

⑤ 歯・口腔の健

康

歯みがき（仕上げみがき）、フッ化物応用、甘味（砂

糖）の適正摂取方法等、むし歯予防に関する知識の普及

を図り、市町村等と連携し、実践を促す。

県（健康長寿

課）

市町村

県（保健所）

⑥ 予防接種の推

進

予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)に基づき行われる

予防接種について市町村は、地域の医師会等と十分な連

携を行い、個別接種の推進その他の対象者が接種をより

安心して受けられるような環境の整備等を行い、接種率

の向上のための施策を積極的に実施する。また、事業主

に対し定期予防接種の重要性について周知を図り、受診

しやすい環境づくりに取り組む。

県民が予防接種を受けようと希望する場合、市町村は

予防接種が受けられる場所、機関等についての情報を積

極的に提供していく。

県（地域保健

課）

県（保健所）

市町村

沖縄労働局

⑦ 低出生体重児

への支援

低出生体重児は、通常の母子健康手帳にある身体発育

曲線や発達の目安では成長の確認が難しく、子育ての悩

みを深めてしまう場合があることから、成長に合わせた

サブブック（リトルベビーハンドブック）を NICU に入

院するこどもをもつ家族等に配布する。

また、身体機能が未熟なため入院を必要とする乳児に

係る医療費の助成に取り組む。

県（子育て支

援課）
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基本施策⑵ 小児医療提供体制の整備・確保

小児医療提供体制の整備・推進に関しては、沖縄県医療計画（第８次）の分野別計画として

策定されており、こどもの健やかな成長のために、関係機関と連携・協力しながら、新生児期

からおとなになるまでの成長過程において、切れ目ない小児医療を含む医療（成育医療）の確

保・提供に取り組みます。

【具体的施策】

番号 施策 施策の概要 所管部局等

① 一般小児医療

を支える医療

提供体制の充

実

小児科医確保に向けて、専門研修体制の拡充や県立病

院での研修事業による小児科医養成等に引き続き取り組

む。また、他診療科・多職種連携や必要に応じて IT 等

の活用により、医療提供体制の拡充を図る。

県（医療政策

課）

② 小児救急医療

提供体制の整

備

小児保護者向けの電話相談(#8000)により適正診療を

促す取組を推進し、小児救急医療機関の負担軽減を図り

つつ、二次医療圏における 24 時間 365 日対応できる小

児救急医療提供体制の確保に取り組む。

県（医療政策

課）

③ かかりつけ

医・かかりつ

け歯科医・か

かりつけ薬剤

師の普及啓発

日常的な診療による健康管理や必要に応じた専門的な

医療への紹介等、在宅療養支援の役割を担う、かかりつ

け医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の重要性に

ついて普及啓発に取り組む。

県（医療政策

課）

県（地域包括

ケア推進課）

県（薬務生活

衛生課）

基本施策⑶ 慢性疾病・難病・がんを抱えるこども・若者への支援

慢性疾病や難病を抱えるこども・若者の成育環境の確保に取り組みます。また、在宅で療

育・療養生活が継続できる医療提供体制の整備に関しては、沖縄県医療計画（第８次）の分野

別計画として策定されており、周産期医療や保健、福祉部門等との連携を強化し、医療的ケア

児やその家族が地域で安心して生活できる医療提供体制の整備に取り組みます。

【具体的施策】

番号 施策 施策の概要 所管部局等

① 慢性疾病・難

病・がんを抱

えるこども・

慢性疾病や難病を抱えるこども・若者の成育環境を確

保するため、こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進

するために医療費助成等の支援に取り組む。

県（地域保健

課）

県（子育て支

援課）
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若者の成育環

境の確保

治療が長期にわたる小児がん等の特定疾病について

は、患者家族の医療費自己負担の一部を助成し、経済的

負担の軽減に取り組むとともに、専門性のある相談窓口

を設置し、難病患者及びその家族の安定した療養生活の

確保に取り組む。

在宅で医療的ケアを担う家族の負担を軽減し、安心し

た生活を送ることができるよう、レスパイト支援等の充

実に努める。

離島に居住する小児慢性特定疾病児童等に対して、島

外の指定医療機関への通院に係る交通費や宿泊費を助成

し、適切な医療等を受ける機会を確保する。

小児慢性疾患や小児がん等の支援団体、医療機関、行

政機関、教育関係機関での連携を推進し、慢性疾病・難

病・がんを抱えるこども・若者及びその家族が地域で穏

やかに過ごせる環境づくりに取り組む。

県（健康長寿

課）

県（医療政策

課）

県（障害福祉

課）

県（保健所）

那覇市保健所

② 在宅で療育・

療養生活が継

続できる医療

体制の整備

地域生活を送る医療的ケア児に対応することができる

医療機関等の充実を図るため、研修会の開催等を実施す

る。

県（医療政策

課）

県（地域包括

ケア推進課）

③ 医療的ケア児

等医療情報共

有システム

（MEIS）の利

用促進

医療的ケアが必要な児童等が救急時や、予想外の災

害、事故に遭遇した際、必要な患者情報を医師・医療機

関へ迅速に共有するために、対象者や医療機関等への

MEIS の周知に取り組む。

県（障害福祉

課）

④ 保育所等にお

ける医療的ケ

ア児受入可能

とする体制整

備

保育所等において医療的ケア児の受入を可能とするた

めの体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上

に努めるため、市町村において医療的ケアに関する技能

及び経験を有する保育士・看護師等を配置・活用し、保

育所等への支援・助言や喀痰吸引等研修の受講等を勧奨

するほか、市町村における医療的ケア児の受入れ等に関

するガイドラインの策定を促進する。

また、医療的ケア児受け入れを行う保育所等に対し、

看護師等の配置や研修受講に係る費用、代替職員配置に

係る補助を行う。

県（子育て支

援課）

市町村



57

⑤ 小児及び AYA

世代のがん対

策

小児及び AYA 世代のがん患者やその家族等が、適切な

情報を得て、悩みを相談できる支援につながり、長期フ

ォローアップを含む適切な医療や教育、就労等の支援を

受けられる体制整備を推進する。

また、県及びがん診療を行う医療機関は、がん・生殖

医療ネットワークを中心として、妊よう性温存療法及び

温存後生殖補助医療に関する情報提供、治療費助成を含

む支援及び診療体制の整備等に努める。

県（健康長寿

課）

基本施策⑷ 学童期・思春期の保健対策

学童期・思春期の生活習慣の形成・定着等の健康増進に取り組むとともに、薬物等の未然防

止や性と健康に関する教育や普及啓発を行い、予期せぬ妊娠や性感染症の予防に取り組みま

す。

【具体的施策】

番号 施策 施策の概要 所管部局等

① 生活習慣の形

成・定着及び

健康増進

学童期・思春期は、健康に関する様々な情報に自ら触

れ、行動を選択し、生涯を通じた健康づくりのスタート

となる重要な時期であり、朝食の欠食は、就寝時間、起

床時間といった１日の生活リズムとも関係する。このた

め、こどもが規則正しい生活習慣を身に着け、心豊かで

健やかに成長していけるよう、家庭や関係団体との連

携・協働により、学校において食育や早寝・早起き・朝

ごはん運動に取り組むとともに、市町村と連携し、健康

増進や食生活改善に係る普及運動、歯みがき（仕上げみ

がき）、甘味（砂糖）の適正摂取方法等、むし歯予防に

関する知識の普及に向けた啓発活動を展開する。

県（健康長寿

課）

教育庁（保健

体育課）

教育庁（生涯

学習振興課）

市町村

② 有害環境対策

の推進

危険ドラッグ等の薬物や一般医薬品の濫用（オーバー

ドーズ）による健康被害や事故等を未然に防止するた

め、薬物乱用防止教室や「ダメ。ゼッタイ。」普及運

動、青少年の非行防止県民一斉行動等を通じて、薬物の

危険性や違法性に関する知識の普及啓発を図るととも

に、特定商取引法に基づいて、危険ドラッグ等の通信販

売サイトの情報提供を関係機関に行う。また、タバコや

アルコールに関しても、家庭におけるこどもの面前での

喫煙、過度な飲酒に対する影響を認識するよう家庭教育

県（薬務生活

衛生課）

県（こども若

者政策課）

教育庁（保健

体育課）

教育庁（生涯

学習振興課）
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の推進を図る等、県民総ぐるみで有害環境浄化対策推進

の機運を醸成する。

県警察（少年

課）

県（生活安全

安心課）

③ 性と健康に関

する教育や普

及啓発・相談

支援の推進

本県は、10 代の出生率は全国より高い状況にあり、

10 代の人工妊娠中絶率も平成 23 年度以降、全国を上

回るようになってきていることから、性感染症を含む

「生＝性教育」を継続して行い、こどもの性に関する悩

み等への相談支援及び居場所職員への保健に関する研修

等を実施するなど、性についての正しい知識の普及啓発

を図る。

こどもに対する包括的性教育の充実を図るため、人間

関係や性の多様性、ジェンダー平等、幸福（ウェルビー

イング）など幅広いテーマで、こどもに携わる方々に対

する研修や講座、県民の理解増進を図るための啓発活動

を実施する。

関係部局、市町村、関係団体等と連携し、こどもたち

への包括的性教育について取り組んでいく。

また、学校における性に関する指導は、学習指導要領

に基づいて行い、こどもたちが性暴力の加害者、被害

者、傍観者にならないよう、生命（いのち）の安全教育

の取組を推進する。

子宮頸がんの発がんに影響するウイルスとしてヒトパ

ピローマウイルス（ＨＰＶ）が知られており、市町村等

と連携し、ＨＰＶの感染および子宮頸がんの予防につな

げるための普及啓発に取り組む。

県（子育て支

援課）

県（こども家

庭課）

教育庁（保健

体育課）

県（地域保健

課）

県（健康長寿

課）

市町村

④ 予期せぬ妊

娠、性感染症

等への適切な

相談支援等の

推進

生涯を通じた女性の健康の保持増進を図るため、妊

娠・出産等に関する専門家による電話相談等に加え、10

代等若年で予期せぬ妊娠に不安を抱える方に対しては、

ＳＮＳ等を活用した相談支援や妊娠検査に係る同行支援

等に取り組む。

県（子育て支

援課）

県（こども家

庭課）

⑤ 学校における

健康教育の推

進

児童、生徒が生き生きと学校生活や家庭生活及び社会

生活を営むために、学校の教育活動全体で、基本的な生

活習慣の確立に向け適切な指導の充実に努めながら、生

命の尊重や健康・安全に対する意識、規則正しい生活等

を身に付けさせる。

また、生涯を通じて自らの健康を保持増進していく資

教育庁（保健

体育課）

教育庁（義務

教育課）
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質・能力を育成するため、心身の健康について関心を持

ち、健康な生活習慣を形成することができるよう、教育

活動全体を通した健康教育に取り組む。

基本施策⑸ こどもの心の問題への対策

様々なこどもの心の問題へ対応するため、自殺予防対策の推進、相談支援体制の構築、地域

の関係団体と連携した支援体制の構築に取り組みます。

【具体的施策】

番号 施策 施策の概要 所管部局等

① 自殺総合対策

大綱に基づく

取組の着実な

推進

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指

し、自殺を「個人の問題」ではなく「社会の問題」と捉

え、社会全体で「生きること」を支える包括的な支援体

制を目指し、時代や社会状況の変化に応じて重点施策を

見直しながら、実効性のある取り組みを推進する。

県（地域保健

課）

県（保健所）

② 自殺予防対策

の推進、リス

クの早期発見

いじめ、暴力行為、不登校等の問題に適切に対応する

ため、スクールカウンセラー等の配置・活用、１人１台

端末の活用による健康観察での自殺予兆の把握等、適切

な支援を行う。また、こどもがいつでも不安や悩みを打

ち明けられるよう、24 時間子供 SOS ダイヤル、SNS を活

用した相談体制等の充実を推進するとともに、不登校・

ひきこもり・ニート等、社会生活を円滑に営む上で困難

を有するこども・若者からの様々な相談に応じ、適切な

支援機関に繋ぐ等の相談支援を行う「子ども若者みらい

相談プラザ sorae」と関係機関等が連携を図り、切れ目

のない支援体制を構築する。

健康づくり副読本「こころのタネ」の活用をはじめ、

自分や周りの人が困難・ストレスに直面した時の対処方

法を身につける等、自分の SOS に気付き発信する方法や

周りの SOS の受け止め方に関する教育の推進に取り組

む。

こどもの内面を理解し、適切な対応や指導を行うた

め、また、こどもの自殺の危険因子等について教職員等

が共通理解を深められるよう、ゲートキーパー養成講座

等の研修や普及啓発を実施する。さらに、こどもの自殺

防止および学校現場の負担軽減、地域における自殺対策

力の向上を図るため、学校等からの支援要請に応じて、

県（こども若

者政策課）

県（健康長寿

課）

県（地域保健

課）

教育庁（義務

教育課）
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医師や弁護士等専門家によるリスク評価や地域の社会資

源との連携に関する助言等が受けられる体制を整備す

る。

③ 様々なこども

の心の問題へ

の対応

発達障害や不登校、家庭問題、児童虐待など様々なこ

どもの心の問題に対応するため、地域の関係団体と連携

した支援体制の構築を図る。また、児童精神科等を受診

する際、初診待ちが発生している状況を鑑み、こどもの

心を専門的に診療できる医師や専門職の育成を行うとと

もに、各関係団体と連携して早期の受診が可能な環境づ

くりに取り組む。

県（子育て支

援課）
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基本方針３ 安心して子育てができる環境づくり

全てのこどもが健やかに成長できる環境づくりのために、男女共に仕事・育児を両立できる環

境づくりや、多様な子育て支援の担い手となる方の人材確保、医療的ケア児や小児慢性特定疾病

児等の長期療養児及びその家族が地域で安心して生活できる環境づくりの推進が必要となって

います。

災害発生時及び新興感染症発生・まん延時においても、周産期・小児医療を提供できるよう体

制を構築するとともに、妊産婦等が各種母子保健サービスを受けられるよう配慮する必要があ

ります。

基本施策⑴ 共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進

共働き・共育てを推進するために、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組むとともに、

子育てしやすい環境作りや、男性の家事・育児参画の推進に取り組みます。

【具体的施策】

番号 施策 施策の概要 所管部局等

① 仕事と子育て

を両立できる

環境づくりの

推進

保護者が、子育てしながら安心して働き続けられる

よう、長時間労働の是正や休暇の取得促進、仕事優先

の考え方や働き方の見直し、育児とキャリア形成の両

立等、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）の推進に取り組む。

ワーク・ライフ・バランスの普及啓発や働きやすい

雇用環境の整備促進を図るため、企業等を対象とした

セミナーの開催や社会保険労務士等の専門家の派遣を

実施するほか、企業をはじめ労働者及び県民に対し

て、ワーク・ライフ・バランスの重要性についての意

識啓発を図る。

結婚・出産後も仕事を続ける女性が安心してこども

を産み育てられる環境づくりに向け、出産・育児や就

業の環境整備を総合的に推進し、子育て中の女性等を

支援するとともに、女性の社会参画の推進に資する取

組に対する支援を行う。

子育て世帯の親の就労を支援するため、託児サービ

ス付きの基礎研修と職場訓練を組み合わせた就労支援

等に取り組むとともに、女性が働きがいを持って仕事

に取り組むことができる環境づくりを推進するため、

沖縄県女性就業・労働相談センターにおいて、よろず

県（労働政策

課）

県（雇用政策

課）

県（女性力・ダ

イバーシティ推

進課）
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相談やセミナーを実施し、企業に対して専門家派遣を

実施する。

性別にかかわりなく、家族が相互に協力しながら、

家事・育児・介護等においてそれぞれの責任を担って

いくことができるよう、幅広い層に対応した啓発活動

などに取り組む。

② キャリアアッ

プと子育ての

両立を可能と

する環境の整

備

子育て、介護と仕事の両立を可能とする柔軟な働き

方を実現するため、テレワークを始めとした、時間や

場所を有効に活用できる多様で柔軟な働き方の普及促

進に取り組む。

県（労働政策

課）

③ 男性育児休業

が当たり前と

なる社会の実

現に向けた取

組

女性が出産・育児をしながら働き続けることを可能

とする職場環境の整備を図るほか、子育てのスタート

ラインから男性の子育てへの参画を促す男性の育児休

業取得を促進するため、企業や市町村等と連携し、男

性が育児休業を取得することへの意識喚起に取り組む

ほか、職場等の理解を深めるため、講座や男女共同参

画週間での県民向け広報等、必要な広報・啓発活動を

行う。

県（女性力・ダ

イバーシティ推

進課）

県（労働政策

課）

④ 男性の育児等

への参画

家事・育児・介護等の家事労働は、夫婦がともに支

え合いながら行うものであるという認識を共有するた

め、家庭責任の分担など男性の家庭生活への参画を促

進する。このため、従来の性別による固定的役割分担

意識を払拭し、男女が相互に協力しながら、積極的に

家事、育児、介護に参画することの重要性の普及・啓

発に取り組む。

県（女性力・ダ

イバーシティ推

進課）

基本施策⑵ 妊婦及び出産後の女性労働者が仕事を継続できる環境づくり

職場における出産・育児に対する支援整備及び不妊治療を受ける夫婦への支援を整備する

ために、事業主に対する不妊・妊娠・出産・育児に関する知識の普及啓発や制度の周知に取り

組みます。
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【具体的施策】

番号 施策 施策の概要 所管部局等

① 妊婦及び出産

後の女性労働

者が仕事を継

続できる環境

づくり

現代においては、女性の社会進出や共働きなどの増

加により、職場における出産・育児に対する支援整備

が求められるほか、不妊治療を受ける夫婦も増加して

いることから、事業主に対する不妊・妊娠・出産・育

児に関する知識の普及啓発や制度の周知が必要であ

る。女性労働者に対しての健康管理が適切に講じられ

るために、「母性健康管理指導事項連絡カード」の普及

にも努める必要がある。

県（労働政策

課）

県（子育て支援

課）

市町村

基本施策⑶ 子育て支援

子育て支援を推進するために、市町村の取り組みを支援するとともに、県における広域的な

事業の実施、担い手となる人材育成・確保に取り組みます。

【具体的施策】

番号 施策 施策の概要 所管部局等

① 様々な子育て

支援の推進

子育て親子の交流や育児に関する相談、情報提供を

行う地域子育て支援拠点事業や、子育て支援に関する

相談、関係機関との連絡調整等を行う利用者支援事業

について、市町村の実情に応じて拡充できるよう支援

する。

市町村が市町村子ども・子育て支援事業計画に従っ

て、適正かつ円滑に事業を行うことができるよう、国

と連携し提供体制の確保に係る支援を行うとともに、

市町村と連携し、多様な子育て支援の担い手となる人

材の確保に取り組む。

市町村においては、すべての家庭が安心して子育て

できるよう、病気の児童を専用スペース等で一時的に

保育等を行う病児保育事業に取り組む。

子育て世帯を訪問、又は面談を通して妊産婦や世帯

の状況やこどもの発育の状況を確認し、情報提供や必

要な支援につなげる市町村の取組を促進する。その中

で、必要に応じベビーミルク等の育児用品等の支援に

取り組む。

県（子育て支援

課）

県（こども家庭

課）

市町村
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経済的に困難を抱えているものの、既存の支援制度

等につながっていなかった世帯に対し、食料品等提供

の支援を行うことでつながりをつくり、適切な行政機

関や支援団体等による支援へつなぐことで、困難を抱

える子育て世帯への継続した支援に取り組む。

児童虐待を未然に防止するためには、虐待発生リス

クの高い家庭を早期に把握し対応していく必要がある

ことから、妊娠期からの包括的な相談及び支援体制の

充実を図る。

② 虐待をしない

させない社会

の実現に関す

る啓発推進

こどもの権利の保障や虐待防止などを定める「沖縄

県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条

例」の普及啓発を通して、虐待をしないさせない社会

づくりに関する普及啓発に取り組む。

県（こども家庭

課）

③ 里親制度や特

別養子縁組制

度の普及啓発

家庭的な養育が困難なこどもたちを地域全体で支え

るため、広く県民に対して里親制度の普及啓発を行う

とともに、予期せぬ妊娠や望まない妊娠に悩む女性等

に対して、里親委託や特別養子縁組制度とその相談窓

口に関する情報が浸透するよう周知啓発に取り組み、

妊娠期からの切れ目ない支援と新生児期における虐待

の防止を図る。

県（こども家庭

課）

④ 多胎児家庭へ

の支援

多胎児支援実施市町村の好事例等を他市町村へ共有

することで事業実施を推進し、必要に応じて圏域毎で

の交流会開催等の多胎児支援の検討を行う。

県（子育て支援

課）

市町村

⑤ ひとり親家庭

への支援

経済的な困難を抱えるひとり親家庭のこども等が必

要な医療を受けるために、所得要件を満たすひとり親

家庭のこども等に係る医療費の助成に取り組む。

ひとり親家庭は、就業や家事等日々の生活に追わ

れ、こどもの育児等、こどもの養育に関しても、様々

な面において困難に直面していることから、育児等に

関する講習会の開催といった、ひとり親家庭等の生活

の向上を図る取組を行う。

県（女性力・ダ

イバーシティ推

進課）

⑥ 外国にルーツ

をもつこども

のいる家庭へ

の支援

県内に居住する外国につながるこどもや家族が支援

制度の情報を得ることができるよう、多言語化や、や

さしい日本語の活用に取り組む。

市町村
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基本施策⑷ デジタル社会の子育て

デジタル社会を生きるこどもたちのために、親子でネットやスマートフォンの良い面と危険

な面を正しく理解し、上手に活用できるよう普及啓発に取り組みます。

【具体的施策】

番号 施策 施策の概要 所管部局等

① ネットやスマ

ートフォンの

ある時代の子

育て

こどもの誕生から乳幼児期、学童期は、こどもの

日々の成長において、親子間の信頼関係や愛着形成を

通した心身の基礎を形成する大事な時期であることか

ら、親子の遊びや会話、体験を共有する時間、こども

の十分な睡眠等が確保できるよう、メディアへの接し

方やルール作り、フィルタリングやアプリの安全設定

等について普及啓発する。

また、有害情報や SNS 等による性被害からこども達

を守るとともに、出会い系サイト規制法・青少年イン

ターネット環境整備法等の周知を図るため、広報啓発

活動を推進する。

こどもが安全に安心してインターネットを利用で

き、インターネットを通した被害者、加害者にならな

いよう、各種研修会等においてインターネットの適切

な利用に関する情報提供を行うとともに、「親の学びあ

い」プログラムの実施促進をとおして、家庭における

ネットリテラシー教育を推進します。

県（子育て支援

課）

県警察（少年

課）

教育庁（保健体

育課）

市町村

基本施策⑸ こども医療費の助成

子育て家庭の医療に係る経済的負担の軽減を図る市町村の取組への支援を行います。

【具体的施策】

番号 施策 施策の概要 所管部局等

① こども医療費

の助成

県内全 41市町村が実施するこども医療費助成制度へ

補助を行い、こどもの医療に係る保護者の経済的負担

を軽減し、こどもの疾病の早期発見・早期治療を促進

することで、こどもの健全な育成を図る。

県（こども若者

政策課）

市町村
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基本施策⑹ 母子保健 DX の推進

健康管理の充実や母子保健事業の質の向上等を図るため、国の動向を踏まえつつ、妊婦健

診や乳幼児健診等母子保健事業についてデジタル化の促進、データ利活用に取り組みます。

【具体的施策】

番号 施策 施策の概要 所管部局等

① 母子保健 DX

の推進

住民、医療機関、自治体の間で母子保健情報を迅速

に共有・活用するための情報連携基盤（PMH）の整備に

取り組み、スマートフォンで健診の受診や結果の確認

を可能とするなど、電子版母子健康手帳の普及も含

め、市町村での取組を推進することにより、住民の利

便性の向上を図るとともに、市町村や医療機関での健

診等に係る事務負担を軽減する。

県（子育て支援

課）

市町村

② 母子保健デー

タの利活用

県内市町村の妊婦健康診査や乳幼児健康診査データ

等を収集、蓄積および連結することにより得られた情

報を活用し、母子保健事業の効果や課題の分析に取り

組む。

県（子育て支援

課）

県（保健所）

市町村

基本施策⑺ 不慮の事故防止対策

不慮の事故について、乳幼児期の大半は家庭内で発生することが多く、学童期に入ると屋

外での事故が多くなり、年齢に合わせた、事故防止対策を知ることが重要です。

【具体的施策】

番号 施策 施策の概要 所管部局等

① 乳幼児期の事

故防止対策の

推進

乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間などによ

る広報活動や、乳幼児健康診査や母親学級・両親学級

を通した事故予防対策の周知・啓発の推進を行う。

こどもの発達と起こりやすい事故の予防について普

及啓発に取り組む。

県（子育て支援

課）

市町村

② 交通安全対策

の推進

こどもの通行の安全を確保するため、通学路等にお

ける歩道整備や、交通安全施設整備を推進するほか、

生活道路において人優先の考えの下、「ゾーン 30」等

の車両速度や通り抜けの抑制等の面的かつ総合的な交

通事故対策を推進する。

沖縄県交通安全

対策会議（県生

活安全安心課）
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基本施策⑻ 災害時等における周産期・小児の医療提供体制の整備・確保

災害時等における周産期・小児の医療提供体制の整備・確保に関しては、沖縄県医療計画

（第８次）の分野別計画として策定されており、災害時及び新興感染症発生・まん延時におい

て適切な小児・周産期医療提供体制の整備・確保に取り組みます。

【具体的施策】

番号 施策 施策の概要 所管部局等

① 災害時におけ

る周産期・小

児医療が提供

できる体制の

確保

全周産期母子医療センターの産科、新生児科、小児

科医師に対して琉球大学を中心に小児・周産期リエゾ

ンを養成し、日本産婦人科学会等との連携を図る。ま

た、医療救護活動及び小児・周産期医療に係る総合調

整を適切かつ円滑に行うため災害医療コーディネータ

ー、小児・周産期リエゾンを災害保健医療福祉調整本

部（地域災害医療コーディネーターについては地域災

害保健医療福祉調整本部）に配置する。さらに、薬事

や歯科などの専門分野のコーディネート体制の構築に

ついて取り組む。

また、アレルギー児等が避難する際には、アレルゲ

ンをすぐに確認できるようなツール等を携帯する等、

災害時に役立つ情報提供及び普及啓発に取り組む。

県（医療政策

課）

県（薬務生活衛

生課）

県（地域保健

課）

② 妊産婦及び小

児の新興感染

症患者を入院

させ、必要な

医療を提供す

る体制の整備

（病床確保）

産科的緊急処置が必要な妊産婦の受入れにおいて、

これを行う医療機関を確実に設定するとともに、当該

医療機関に妊産婦が集中することの軽減策を講じるこ

とにより、必要な体制の確保を図ることとし、併せ

て、当該医療機関のリスト及び空き病床状況につい

て、消防防災主管部局等を通じて各消防機関に共有を

図る。

新興感染症により、地域によっては小児医療のひっ

迫が生じることが想定されることから、関係者と小児

医療体制について改めて確認する等により、医療需要

が増加した場合も含め、確実な体制の確保を図る。

県（地域保健

課）
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第４章 指標及び目標値

１ 「すべてのこどもが健やかに成長し、誰もが安心してこどもを産み育てること

ができる社会の実現」に向けた指標

No 指標名称
基準値

(R５年度)

目標値

(R11 年度)

全国値

(R５年度)
出典

基本方針１ 妊娠前から産後までの切れ目のない支援体制

1
20～30 歳代女性の瘦身の割合

BMI18.5 未満
17.0% 16.0% 20.2%

国保連合会健診デ

ータ

2 妊婦の喫煙率 2.1% 0% 1.6% 母子保健課調査

3
全出生数中の低出生体重児の

割合

1500g 未満

1.0%

2500g 未満

12.1%

減少

1500g 未満

0.7%

2500g 未満

9.6%

人口動態統計

4 妊娠中の妊婦の飲酒率 0.7% 0% 1.0% 母子保健課調査

5 育児期間中の両親の喫煙率
母：6.1%

父：33.6%

母:4.0%

父:20.0%

母：5.4%

父：30.1%
母子保健課調査

6

妊娠中の保健指導で、産後の

メンタルヘルスについて、妊

婦とその家族に情報提供（市

町村数）

17 市町村 28 市町村

1,136 自治

体

(65.2%)

母子保健課調査

7

精神科医療機関を含めた地域

の関係機関との連携体制があ

る（市町村数）

７市町村 15 市町村
638 自治体

(37.2%)
母子保健課調査

8 産後ケア事業利用率 23.7% 増加
10.9%

(R４)
子育て支援課調べ

9
産後１か月時点での産後うつ

ハイリスク者の割合
7.8% 減少 9.8% 母子保健課調査

10

産後１か月で EPDS９点以上を

示した人へのフォロー体制が

ある市町村の割合

34 市町村 41 市町村

1,702 自治

体

(99.2%）

母子保健課調査

11
妊産婦の歯科健診実施の市町

村数
6市町村 増加

地域保健・健康増

進事業報告

12
妊産婦の歯科健診・保健指導

受診率

両方

9.8%
増加

歯科健診

32.1%

保健指導

25.4%

地域保健・健康増

進事業報告
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No 指標名称
基準値

(R５年度)

目標値

(R11 年度)

全国値

(R５年度)
出典

13

母子健康包括支援センターを実施

している市町村の割合（こども家

庭センターに変更）

14 市町村

(R６年度)
41 市町村

子育て支援課

調べ

14 妊娠 11 週以内での妊娠届出率 87.7% 全国平均 94.5%

地域保健・健

康増進事業報

告

15
妊婦健康診査の未受診者を把握・

支援する体制がある（市町村数）
22 市町村 32 市町村 79.2%

母子保健課調

査

16 妊婦健康診査の平均受診回数 11.9 回 12 回
子育て支援課

調べ

17
妊娠・出産について満足している

者の割合
87.1% 増加 86.4%

母子保健課調

査

18
全出生数に対する 10 代母親の割

合
1.3% 減少 0.6% 人口動態統計

基本方針２ こどもの心身の健やかな成長を支える取組

19
乳幼児健康診査後のフォロー体制

がある（市町村数）
31 市町村 41 市町村

1,495 自治体

(85.9%)

母子保健課調

査

20

乳幼児健康診査の未受診者を把

握・支援する体制がある（市町村

数）

39 市町村 41 市町村
1,734 自治体

(99.6%)

母子保健課調

査

21
乳幼児健康診査の受診率

乳児・１歳６か月児・３歳児

乳児

91.5%

１歳６か月児

92.4%

３歳児

89.4%

乳児

97%

１歳６か月児

96%

３歳児

94%

乳児

89.1%

１歳６か月児

96.9%

３歳児

96.0%

沖縄県の母子

保健

(全国：地域保

健・健康増進

事業報告)

22
乳幼児健康診査事業を評価する体

制がある市町村の割合
35 市町村 41 市町村

母子保健課調

査

23

発達障害をはじめとする育てにく

さを感じる親への早期支援体制が

ある市町村の割合

33 市町村 41 市町村
母子保健課調

査

24
保護者がこどもの仕上げみがきを

している（１歳６か月児）
73.1% 80.0% 69.7%

母子保健課調

査

25 むし歯のない３歳児の割合 87.1% 88.0% 92.3%

地域保健・健

康増進事業報

告
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No 指標名称
基準値

(R５年度)

目標値

(R11 年度)

全国値

(R５年度)
出典

26
１歳６か月健康診査時にフッ化物

塗布を実施している市町村の割合
39 市町村 41 市町村

市町村歯科保

健対策状況調

査

27 予防接種率（１歳６か月児）MR1 90.5% 95.0% 94.9%

厚生労働省麻

しん風しん予

防接種の実施

状況

28
小児救急電話相談（#8000)を知っ

ている親の割合
95.3% 増加 86.8%

母子保健課調

査

29
かかりつけ医（医師・歯科医師）

をもっているこどもの割合

医師

３･４か月児

63.5%

３歳児

85.7%

歯科医師

３歳児

38.1%

医師

３･４か月児

85%

３歳児

95%

歯科医師

３歳児

50%

医師

３･４か月児

77.9%

３歳児

89.5%

歯科医師

３歳児

51.6%

母子保健課調

査

30
医療的ケア児受け入れ保育所等施

設数
20 施設 増加

子育て支援課

調べ

31
22 時以降に就寝する３歳児の割

合
33.5% 減少

(小保）乳幼児

健康診査報告

書（適正月

齢）

32 ８時以降に起床する３歳児の割合 6.6% 減少

(小保）乳幼児

健康診査報告

書（適正月

齢）

33
児童・生徒の痩身傾向児の割合

（高２女子）
1.86% 減少 2.87%

学校保健統計

調査

34
児童・生徒の肥満傾向児の割合

（小５男子）
13.72% 12.3% 10.96%

学校保健統計

調査

35 十代の人工妊娠中絶率 4.5 減少 3.8
衛生行政報告

例
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No 指標名称
基準値

(R５年度)

目標値

(R11 年度)

全国値

(R５年度)
出典

36 十代の性感染症罹患率

性器クラミジ

ア

3.15 人

淋菌感染症

0.56 人

尖圭コンジロ

ーマ

0.16 人

性器ヘルペス

感染症

0.73 人

梅毒:２人

性器クラミジ

ア

2.46 人

淋菌感染症

0.37 人

尖圭コンジロ

ーマ

0.25 人

性器ヘルペス

感染症

0.23 人

梅毒:減少

性器クラミジ

ア

2.82 人

淋菌感染症

0.93 人

尖圭コンジロ

ーマ

0.27 人

性器ヘルペス

感染症

0.31 人

梅毒:569 人

沖縄県感染症

発生動向調査

事業報告書

(全国：感染症

発生動向調査)

基本方針 3 安心して子育てができる環境づくり

37
主体的に育児に関わっていると感

じている父親の割合
73.4% 92.0% 69.1%

母子保健課調

査

38

妊娠中、仕事を続けることに対し

て職場から配慮をされたと思う就

労妊婦の割合

92.8% 95.0% 92.9%
母子保健課調

査

39
育てにくさを感じたときに対処で

きる親の割合
80.7% 95.0% 79.4%

母子保健課調

査

40
この地域で子育てをしたいと思う

親の割合
95.6% 95.5% 94.9%

母子保健課調

査

41
ゆったりとした気分でこどもと過

ごせる時間がある保護者の割合

３･４か月児

93.6%

１歳６か月児

86.2%

３歳児

80.2%

乳児

93%

１歳６か月児

88%

３歳児

80%

乳児

89.2%

１歳６か月児

81.2%

３歳児

75.6%

母子保健課調

査

42

養育支援が必要と認めた全ての家

庭に対し、養育支援訪問事業を実

施している市町村の割合

30 市町村 41 市町村
こども家庭課

調べ

43
乳幼児期に体罰等によらない子育

てをする親の割合

３･４か月児

97.0%

１歳６か月児

91.0%

３歳児

78.9%

増加

３･４か月児

94.6%

１歳６か月児

86.1%

３歳児

71.1%

母子保健課調

査
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２ 参考指標

No 指標名称
基準値

(R５年度)

全国値

(R５年度)
出典

基本方針１ 妊娠前から産後までの切れ目のない支援体制

1

妊娠届出時に面談を行い、妊婦

の身体的・精神的・社会的状況

について把握し、必要な支援を

実施している市町村数

41 市町村
1,739 自治体

(99.9%)
母子保健課調査

2 妊産婦死亡率 0 3.1 人口動態統計

3 新生児死亡率 0.7 0.8 人口動態統計

4

里帰り出産について里帰り先の

市町村・医療機関との連携体制

がある（市町村数）

32 市町村
1,668 自治体

(95.8%)
母子保健課調査

5 出生率 8.7% 6.0% 人口動態統計

6 合計特殊出生率 1.6 1.2 人口動態統計

基本方針２ こどもの心身の健やかな成長を支える取組

7
テレビ視聴が２時間以上の３歳

児の割合
17.1%

（小保）乳幼児健康

診査報告書（適正月

齢）

8 朝食の欠食するこどもの割合 6.2% 6.1%
全国学力・学習状況

調査

9 20 歳未満の自殺死亡率 3.1
10～14 歳:2.3

15～19 歳:12.1

地域における自殺の

基礎資料

(全国:人口動態統

計)

10 不登校の子どもの数 7,013 人 346,482 人

児童生徒の問題行動

等生徒指導上の諸問

題に関する調査

基本方針 3 安心して子育てができる環境づくり

11
乳児の SIDS 死亡率(出生 10 万

対）
0 6.3 人口動態統計



73

資料編

１ 用語解説

用語 解説

あ

アウトリーチ 支援が必要であるにもかかわらず、自発的に申し出をしない

人々に対して、支援者が積極的に働きかけて、必要なサービス

や情報を届けること。

アセスメント 支援を行うに当たって、対象者を取り巻く状況を把握・分析

し、対象者やその家族がどのような支援やサービスを必要とし

ているのかを正しく評価・査定すること。

医療的ケア児（いりょうてきけあじ） 医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き

続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養な

どの医療的ケアが日常的に必要な障害児のこと。

沖縄県女性健康支援センター（おきな

わけんじょせいけんこうしえんせんた

ー）

女性が自身のライフステージにおける様々な状況に柔軟に対応

し的確に自己管理ができるよう相談支援を行う機関のこと。

沖縄県女性就業・労働相談センター

（おきなわけんじょせいしゅうぎょ

う・ろうどうそうだんせんたー）

労働問題全般に関する助言や労働関係法令に関する基礎的知識

の普及を図り、仕事に対して女性が抱える不安、悩みの改善又

は解決に向けた支援を行う機関のこと。

沖縄県ひとり親世帯等実態調査（おき

なわけんひとりおやせたいとうじった

いちょうさ）

沖縄県内の母子世帯及び父子世帯ならびに寡婦世帯、養育者世

帯の生活実態等を総合的に把握し、ひとり親世帯等の福祉施策

を強化・推進するための基礎資料を得ることを目的とし、５年

毎に県が実施する調査のこと。

か

ゲートキーパー 自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人

に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守

る）を図ることができる人のことで、言わば「命の門番」とも

位置づけられる者のこと。

合計特殊出生率（ごうけいとくしゅし

ゅっしょうりつ）

合計特殊出生率は「15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計

したもの」で、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間にう

むとしたときの子どもの数に相当する。

子ども医療電話相談事業（#8000）

（こどもいりょうでんわそうだんじぎ

ょう（しゃーぷはっせん））

15 歳未満の子どもがいる保護者等を対象に、休日・夜間の急な

子どもの病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けた

方がよいのかなど判断に迷った時に、看護師などから子どもの

症状に応じた適切な対処の仕方や救急病院の受診などに関する

アドバイスを電話で受けられる事業のこと。
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こども家庭センター（こどもかていせ

んたー）

すべての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行

うため、市町村が設置する総合的な機関のこと。保健師等が中

心となって、妊産婦や乳幼児の健康の保持・増進（母子保健機

能）を行うとともに、こども家庭支援員等が中心となって、こ

どもと子育て家庭の福祉に関する包括的な支援（児童福祉機

能）を切れ目なく行う。

さ

里親（さとおや） 保護者のない児童又は保護者に監護させることが適当でないと

認められる児童等を県からの委託を受け、養育する者のこと。

県社会福祉審議会の審議を経て、県において認定・登録を行

う。

周産期医療、周産期母子医療センター

（しゅうさんきいりょう、しゅうさん

きぼしいりょうせんたー）

周産期医療とは、妊娠、分娩に関わる母体・胎児管理と出生後

の新生児管理を主に対象とする医療のこと。（周産期とは妊娠

22 週から出生後７日未満のこと。）

また、周産期母子医療センターとは、産科・小児科（新生児）

を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を常時担う医療機

関のこと。

新生児マススクリーニング検査（しん

せいじますすくりーにんぐけんさ）

フェニルケトン尿症等の先天性代謝異常、先天性副腎過形成症

及び先天性甲状腺機能低下症等は、放置すると知的障害などの

症状を来すため、異常を早期に発見し、その後の治療・生活指

導等に繋げることにより生涯にわたって知的障害などの発生を

予防することを目的とし、新生児に対して行う血液によるマス

スクリーニング検査のこと。

スクールカウンセラー 児童生徒の教育相談体制を整備するために各学校に配置され

た、臨床心理に関して高度で専門的な知識・経験を有する者の

こと。

健やか親子おきなわ２１

（すこやかおやこおきなわ２１）

「沖縄県のすべての親と子が健やかでたくましく成長するこ

と」を基本理念とした沖縄県の母子保健計画のこと。

先天性代謝異常

（せんてんせいたいしゃいじょう）

生まれつき、特定の酵素が欠損していたり、代謝の働きが障害

され、物質が体内に欠損したり、過剰に蓄積することで様々な

症状を引き起こす遺伝性の疾患のこと。一部の疾患は早期に発

見することで治療や発症予防が可能なものもあり、新生児マス

スクリーニングの対象となっている。

た

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

（ダメ。ゼッタイ。ふきゅううんど

う）

1998 年６月に国連麻薬特別総会において国連薬物乱用根絶宣言

が採択されたことを受け、この宣言の支援事業の一環として、

官民一体となり、国民一人一人の薬物乱用問題に対する意識を

高め、薬物乱用防止に資するため、全国各地での街頭キャンペ

ーンなどの啓発活動のこと。
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地域若者サポートステーション

（ちいきわかものさぽーとすてーしょ

ん）

地域若者サポートステーション（通称「サポステ」）は、「青

少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき、国が平成 18 年

（2006 年）から若年無業者に対する就労支援・ハローワーク等

他の若者支援機関との連携等により、若年無業者の職業的自立

を支援するために厚生事業を実施している（実施主体は都道府

県労働局）。県内では、沖縄労働局が特定非営利活動法人等の

民間団体に業務を委託し、令和７年３月末時点においては、県

内に４カ所（名護市、沖縄市、浦添市、石垣市）に設置してい

る。

低出生体重児（ていしゅっしょうたい

じゅうじ）

低出生体重児とは、出生時の体重（出生体重）が 2,500g 未満

（平成６年までは 2,500g 以下）の新生児のことをいう。出生体

重が 1,500g 未満の新生児を極低出生体重児、1,000g 未満の新

生児を超低出生体重児といい、低出生体重児には極低出生体重

児も超低出生体重児も含まれる。

共育て（ともそだて） 夫婦（パートナー同士）が協力して、家事や育児に主体的に参

画すること。

な

乳幼児健康診査（にゅうようじけんこ

うしんさ）

乳幼児健康診査は、乳児健診、１歳６か月児健診、３歳児健診

の総称のことで、母子保健（昭和 40 年８月 18 日法律第 141

号）第 12 条及び第 13 条の規定により市町村が乳幼児に対して

行う健康診査のこと。

ネットリテラシー インターネット上の情報をより賢く効果的に扱い、他者と安全

にコミュニケーションをとるための能力のこと。

は

ハイリスク妊婦（はいりすくにんぷ） 妊娠中に高血圧や糖尿病などの合併症を発症した妊婦（身体的

ハイリスク）や、育児サポートが乏しいことや経済困難など、

心理・社会的な要因で産後に子育て困難となる可能性のある妊

婦（社会的ハイリスク）のこと。

発達障害（はったつしょうがい） 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障

害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であ

って、その症状が通常低年齢において発現するもの。

発達障害者支援センター（はったつし

ょうがいしゃしえんせんたー）

発達障害者支援法第 14 条に基づき、各都道府県・指定都市に設

置された発達障害者支援の専門機関のこと。発達障害児者及び

その家族からの相談に応じるほか、関係機関への研修会の開催

による人材育成、発達障害についての普及啓発や情報提供を行

う。

ひきこもり
様々な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学、非

常勤職を含む就労、家庭外での交遊など）を回避し、原則的に

は６か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状況
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（他者と交わらない形での外出をしている場合も含む。）を指

す現象概念のこと。

ひとり親家庭（ひとりおやかてい） 「母子家庭」（配偶者のない女子で現に児童を扶養している

者）、「父子家庭」（配偶者のない男子で現に児童を扶養して

いる者）、「寡婦」（配偶者のいない女子であって、かつて母

子家庭の母であった者）のこと。

不登校（ふとうこう） 何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景に

より、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるた

め年間 30 日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による

者を除いたもののこと。

不妊・不育、沖縄県不妊・不育専門相

談センター（ふにん・ふいく、おきな

わけんふにん・ふいくせんもんそうだ

んせんたー）

「不妊・不育」とは、妊娠を望む健康な男女が、避妊をしない

で性交していたにもかかわらず、一定期間妊娠しないことを不

妊症といい、２回以上の流産・死産の既往があることを不育症

という。

「沖縄県不妊・不育専門相談センター」とは、不妊及び不育に

悩む夫婦等を対象に専門的な相談を行うセンターのこと。

プレコンセプションケア 男女を問わず、性や妊娠に関する正しい知識の普及を図り、健

康管理を促すこと。

包括的性教育（ほうかつてきせいきょ

ういく）

自分と他者を大切にする人権的アプローチに基づく性教育。

身体や生殖のしくみだけではなく、人間関係や性の多様性、ジ

ェンダー平等、幸福など幅広いテーマを含む教育のこと。

ら

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ 自分の体、性や生殖について、誰もが十分な情報を得られ、自

分の望むものを選んで決められること。そのために必要な医療

やケアを受けられること。

レスパイト支援（れすぱいとしえん） 在宅で障害児、医療的ケア児などを介護（育児）している家族

に、支援者が介護（育児）を一時的に代替してリフレッシュし

てもらうこと。また、そのようなサービスのこと。



77

２ 沖縄県こども・若者計画の施策体系（令和７年３月策定）

第３章 こども施策に関する重要施策

１ ライフステージを通した重要施策

(1)

こども・若

者が権利の

主体である

ことの社会

全体での共

有等

ア

こども・若者が権

利の主体であるこ

との社会全体での

共有等

① こどもの権利に関する周知・啓発

② 人権教育の推進

③ こどもの権利侵害に対する相談・救済する仕組みの構築

(2)

多様な遊び

や体験、こ

ども・若者

が活躍でき

る機会づく

り

ア 遊びや体験活動の推進

イ こどもまんなかまちづくり

ウ

こども・若者が活

躍できる機会づく

り

① キャリア教育の推進

② 自国文化・異文化理解、国際交流等の推進

③ 持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進

④ 理科系教育やアントレプレナーシップ教育、ＳＴＥＡＭ教育等の推進

⑤ 生涯学習の取組推進

⑥ 特定分野に特異な才能のあるこどもへの応援

⑦ 在留外国人のこどもや海外から帰国したこどもへの支援

エ

こども・若者の可

能性を拡げていく

ためのジェンダー

ギャップの解消

① 教育を通じた男女共同参画の推進

② 性の多様性に関する理解促進、啓発

③ 理工系分野に進学する女子生徒への就学支援の取組

④ 固定的な性別役割分担意識の解消

(3)

こどもや若

者への切れ

目のない保

健・医療の

提供

ア

プレコンセプショ

ンケアを含む成育

医療等の推進

① 性等に関する正しい知識の習得とプレコンセプションケアの推進

② 妊産婦及び乳幼児への保健対策

③ 「健やか親子おきなわ２１」を通じた普及啓発

④ 特定妊婦等への支援

イ 慢性疾病・難病を抱えるこども・若者への支援

(4)

障害児支

援・医療的

ケア児等へ

の支援

ア

障害児支援・医療

的ケア児等への支

援

① 地域社会への参加・包容の推進、将来の自立・社会参加

② 障害や発達の特性の早期発見・把握

③ 地域における支援体制の強化による個々の状況に応じた質の高い支援

④ 専門的支援が必要なこどもへの支援の強化

⑤ インクルーシブ教育システムの実現に向けた取組の推進

⑥ 障害のあるこども・若者の生涯にわたる学習機会の充実

⑦ 思春期支援から一般就労等への円滑な接続

⑧ 保護者やきょうだいへの支援

(5)

児童虐待防

止対策と社

会的養護の

推進及びヤ

ングケアラ

ーへの支援

ア

児童虐待防止対策

と社会的養護の更

なる強化

① 子育てに困難を抱える世帯に対する包括的な支援体制の強化

②
こども家庭センターや要保護児童対策地域協議会等との連携による虐待予

防の取組強化

③ 児童虐待防止対策等の更なる強化

④ 一時保護所の環境改善、権利擁護の推進

⑤ 親子関係の再構築支援の推進

⑥ 性被害の被害者となったこどもの精神的・身体的な負担軽減の推進

⑦ こども家庭福祉分野における人材、体制の強化

イ

社会的養護を必要

とするこども・若

者に対する支援

① 養育環境の改善、養子縁組の支援

② 里親やファミリーホームの確保・充実

③ 児童養護施設等の小規模化・地域分散化、多機能化・高機能化の推進

④ 社会的養護の下にあるこどもの権利保障やこどもの意見の尊重

⑤ 社会的養護経験者の自立支援の推進

ウ ヤングケアラーへの支援
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(6)

こども・若

者の自殺対

策、犯罪な

どからこど

も・若者を

守る取組

ア
こども・若者の自

殺対策

① 自殺総合対策大綱に基づく取組の着実な推進

② 自殺予防対策の推進、リスクの早期発見

③ 遺されたこどもへの支援

イ こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備

ウ

こども・若者に対

する性犯罪・性暴

力対策

① 被害当事者への支援、継続的な啓発活動の実施等

② 学校や園における生命（いのち）の安全教育

③ こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組み（日本版ＤＢＳ）の導入

エ

犯罪被害、事故、

災害からこどもを

守る環境整備

① 有害環境対策の推進

② 地域安全対策、交通安全対策の推進

③ 安全教育の推進、犯罪被害者等への支援

④ 非常災害対策

オ
非行防止・自立支

援

① 非行防止、非行等に及んだこども・若者や家族への相談支援、自立支援

② 矯正教育や自立支援、就労支援の充実

③ 保護観察対象となったこども・若者に対する処遇の強化

④ 非行や犯罪に及んだこども・若者を見守る社会気運の向上

２ ライフステージ別の重要施策

(1)

こどもの誕

生前から幼

児期まで

ア

妊娠前から妊娠

期、出産、幼児期

までの切れ目のな

い保健・医療の確

保

① こども家庭センターによる切れ目のない支援

② 妊娠・出産に関する相談体制及び経済的支援等

③ 地域の周産期医療体制の確保、医療と母子保健との連携推進

④ 若年妊産婦等への支援

⑤ 乳幼児が抱える疾病や障害の早期発見及び養育環境の把握

イ

こどもの誕生前か

ら幼児期までのこ

どもの成長の保障

と「遊び」の充実

① 幼児期までのこどもの育ちに係る取組推進

② 多様な保育ニーズへの対応

③ 未就園児への支援

④ 幼児教育・保育の質の向上

⑤ 幼児教育・保育と小学校教育の円滑な接続

⑥ 待機児童の解消及び保育士等の確保・処遇改善

⑦ 地域のニーズに応じた保育提供体制の確保

(2)
学童期・思

春期

ア

こどもが安心して

過ごし学ぶことの

できる質の高い公

教育の再生等

① 公教育の再生、学校生活の更なる充実

② 個別最適な学びと協働的な学びの一体的推進、学習機会と学力の保障

③ 教職員を取り巻く環境整備の推進

④ コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

⑤ 部活動の地域連携や地域展開

⑥ 規範意識の醸成に向けた道徳教育や情報モラル教育の推進

⑦ 体育授業の充実、こどもの体力向上

⑧ 養護教諭の支援体制推進、学校保健の推進

⑨ 学校給食の普及・充実や食育の推進、学校給食無償化

イ
多様なこどもの居

場所づくり

① 多様なこどもの居場所づくりの推進

② 放課後児童対策

ウ

小児医療体制、心

身の健康等に係る

取組の推進

① 小児医療体制の充実

② 生活習慣の形成・定着及び健康増進

③ 性と健康に関する教育や普及啓発・相談支援の推進

④ 予期せぬ妊娠、性感染症等への適切な相談支援等の推進

エ

成年年齢を迎える

前に必要となる知

識に関する情報提

供や教育

① 主権者教育の推進

② 消費者教育、金融経済教育の推進

③ 社会的・職業的自立に向けた学習、社会保障教育

オ いじめ防止

① いじめ防止対策の強化

② スクールカウンセラー等による支援の実施

③ いじめの重大事態の調査
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カ
不登校のこどもへ

の支援

① 教育支援センター、学びの多様化学校の設置等

② 相談支援、学習支援体制の整備

③ 不登校のこどもの数の増加に係る要因分析の実施

キ 校則の見直し

ク 体罰や不適切な指導の防止

ケ
高校中退予防・中

退者への支援

① 就学継続及び中途退学の防止

② 就業支援や復学・就学のための取組

(3) 青年期

ア

高等教育の修学支

援、高等教育の充

実

① 高等教育段階の就学支援の着実な実施

② 高等教育の充実

③ 産業と高等教育機関等の連携による実践的なキャリア教育の推進

④ 学生の自殺対策などの取組推進

⑤ 学び直しの機会創出

イ

就業支援、雇用と

経済的基盤の安定

のための取組

① 就業支援と定着促進に向けた取組

② キャリア形成のための基盤となる職業能力を培うことができる支援

③ 就職困難者等に対する総合的支援 、キャリア自律に向けた支援

④ 賃上げに向けた取組

⑤ 働きやすい環境の整備

⑥ 非正規雇用労働者の正規化促進

ウ 結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援

エ 悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談・支援体制の充実

３ 子育て当事者への支援に関する重要施策

(1)

子育てや教

育に関する

経済的負担

の軽減

ア

子育てや教育に関

する経済的負担の

軽減

① 幼児期から高等教育段階までの切れ目のない負担軽減

② 医療費等の負担軽減

(2)

地域子育て

支援、家庭

教育支援

ア
地域子育て支援、

家庭教育支援

① 地域のニーズに応じた様々な子育て支援の推進

② 体罰によらない子育てに関する啓発推進

③ 家庭教育支援チームの普及、家庭教育支援の推進

(3)

共働き・共

育ての推

進、男性の

家事・子育

てへの主体

的な参画促

進

ア

共働き・共育ての

推進、男性の家

事・子育てへの主

体的な参画促進

① 家庭、職場、地域社会における共働き・共育ての推進

② 仕事と子育てを両立できる環境づくりの推進

③ キャリアアップと子育ての両立を可能とする環境の整備

④ 男性育児休業が当たり前となる社会の実現に向けた取組

⑤ 男性の育児等への参画

(4)

ひとり親家

庭等への支

援

ア
ひとり親家庭等へ

の支援

① 相談支援体制の強化

② 就業支援の推進

③ 生活支援、子育て支援の推進

④ 経済的支援の推進

⑤ 養育費や親子交流に関する相談支援の推進

４ 最重要課題の解消に向けた施策

(1)
こどもの貧

困対策

ア

ライフステージに

応じた施策の充実

強化

① つながる仕組みの構築

② ライフステージに応じた各種施策の推進

イ

貧困の連鎖を断つ

ための自立に向け

た支援

① 学習・進学支援

② 体験・交流の機会創出

③ 多様な困難を抱えるこども・若者の自立支援

ウ

支援につながって

いないこどもとそ

の保護者・家庭へ

の支援体制の構築

① 地域における社会資源の創出

② つながりにくいこどもとその保護者・家庭等への支援

③ 困難を抱える若者への支援

④ 早期に支援につなげる仕組みの構築
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第４章 子ども・子育て支援事業支援計画

1 県子ども・子育て支援事業支援計画の基本的考え方

2 教育・保育の県設定区域の設定

3

各年度における教

育・保育の量の見込

みと確保方策

(1) 教育・保育の「量の見込み」と「確保方策」の基本的な考え方

(2) 沖縄県の教育・保育の「量の見込み」と「確保方策」

4
県の認可・認定に係

る需給調整

(1) 需給調整の基本的な考え方

(2) 支援計画に含まれない教育・保育施設の認可及び認定の申請に係る需給調整

(3) 認定こども園へ移行する幼稚園・保育所の需給調整

(4) 特定教育・保育施設に該当しない幼稚園が存在する場合の需給調整

5

子ども・子育て支援

給付に係る教育・保

育の一体的提供と推

進体制の確保

(1) 認定こども園への移行支援

(2) 保幼こ小連携の推進

(3) 地域子ども・子育て支援事業

6

教育・保育等に従事

する者の確保及び資

質の向上

(1) 教育・保育を行うものの必要見込み数

(2) 教育・保育等従事者の確保

(3) 幼児教育・保育の質の向上

第５章 こども施策を推進するために必要な事項

1

こども・若者の

社会参画・意見反

映

(1)

こども・若者の社会参

画の促進、意見表明の

機会充実の取組推進

① こども・若者が意見を表明しやすい環境整備と気運の醸成

② こども・若者の意見を政策に反映させるための取組の推進

③ こども・若者の各種審議会等への登用

④ こども・若者の社会参画・意見反映についての理解の促進

⑤
こども・若者の意見を表明する権利に関する知る・学ぶ機会

の創出

(2) こども・若者の多様な声を施策に反映させるための環境整備

(3) こども・若者の社会参画・意見反映を支える人材の育成

(4) 若者が主体となった活動を促進する環境整備

2
こども施策の共通

の基盤となる取組

(1)

こども施策に関する情

報提供、調査、データ

整備の実施

① こども施策に関する情報提供

② こども施策に関する調査

③ こども施策に関するデータの整備

(2)

こども・若者、子育て

当事者に関わる人材の

確保・育成・支援等

①
こども・若者、子育て支援に携わる担い手の確保・育成・専

門性の向上

② こどもや家庭に関わる職員などに対するメンタルヘルスケア

③ 地域における人材の確保・育成及び民間団体等との連携

(3)
地域における包括的な

支援体制の構築・強化

① 関係機関・団体のネットワークの構築

② こども・若者や子育て当事者の相談支援

(4) 子育てに係る手続・事務負担の軽減、支援を届けるための情報発信

(5) こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革

3 施策の推進体制等

(1) 庁内の推進体制

(2) 国、市町村等との連携

(3) 沖縄県子どもの貧困対策推進基金

(4) 沖縄県こども施策推進会議及び沖縄県こども・子育て会議による施策の評価
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３ 沖縄県成育医療等計画推進協議会委員名簿

代表区分 委員氏名 所 属 機 関 等

保健・

医療

1 德永 義光 一般社団法人沖縄県医師会 理事

2 米須 敦子 一般社団法人沖縄県歯科医師会 会長

3 佐久本 薫 沖縄県産婦人科医会 会長

4 宮城 雅也 公益社団法人沖縄県小児保健協会 会長

5 浜端 宏英 沖縄県小児科医会 会長

6 知念 望 公益社団法人沖縄県看護協会 副会長

健康管理 7 笠原 寛子 公益社団法人沖縄県栄養士会 副会長

保育 8 石川 真澄 沖縄県保育士・保育教諭会 副会長

教育 9 杉本 龍 沖縄県高等学校ＰＴＡ連合会会長

報道
10 新垣 綾子 株式会社沖縄タイムス社編集局社会部 記者

11 宮沢 之祐 株式会社琉球新報社編集局暮らし統括班 記者

相談支援 12 久貝 初枝 沖縄県母子保健推進員連絡協議会 会長

行政機関

13 崎間 恒哉 沖縄県教育委員会 教育指導統括監

14 長棟 美幸 沖縄県南部保健所 所長（保健所長会代表）

15 牧志 倫 沖縄県総合精神保健福祉センター 所長

16 新城 正志 沖縄県中央児童相談所 所長

17 宮城 弘幸 沖縄県警察本部生活安全部少年課 課長

18 半田 将司 厚生労働省沖縄労働局雇用環境・均等室 室長

19 仲宗根 正 那覇市保健所 所長

20 真鳥 裕茂 沖縄県こども未来部 部長

４ 「健やか親子おきなわ 2025（成育医療等計画）」の策定経緯

沖縄県成育医療等計画推進協議会

令和 7年 1月 29 日 令和６年度第１回協議会開催、「第２章 現状と課題」を審議

令和 7年 8月 29 日
令和７年度第１回協議会開催、

「沖縄県成育医療等計画（仮称）素案たたき台」を審議

令和 7年 10 月 「沖縄県成育医療等計画（仮称）案」について意見照会

令和 7年 12 月 22 日
令和７年度第２回協議会開催、

「健やか親子おきなわ 2025（成育医療等計画）最終案」を決定

健やか親子おきなわ 2025（成育医療等計画）に対する県民、関係団体等からの

意見募集等状況

令和 7年 7月～11月 関係団体、市町村からの意見聴取

令和 7年 11 月～12月 県民からの意見募集の実施

令和 7年 11 月～12月 こども・若者等の意見表明


